
－79－ 

福祉教育常任委員会 

 

令和３年２月２６日（金曜日）午前１１時４０分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

   ⑴３月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

   ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時４０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、お疲れさまです。定例会終

了後の福祉教育常任委員会ということでお集まり

いただきまして、ありがとうございます。 

  定例会の運営に含めて等々を皆さんに協議して

いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、ただいまより福祉教育常任委員会を

開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 ２番の協議事項に移ります。 

  ３月定例会における委員会の運営についてです。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  事務局。 

○伊藤書記 （３月定例会における委員会の運営に

ついて説明。） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明において、何かお聞きしたいこ

とある方いらっしゃいますか。 

  大丈夫ですかね。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 提案のとおりな日程と、あと審査順

位ということで、あと、座る席も前回同様という

ことで、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、今までの、これまでのとおり

ということで、この日程で進めていきたいと思い

ます。 

  ⑵のその他です。 

  協議事項、以上でないようなので、閉じさせて

いただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齊藤委員長 じゃ、３番のその他です。 

  事務局から、お願いします。どうぞ。 

○伊藤書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 では、以上で福祉教育常任委員会の

ほうを閉会したいと思います。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時４９分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和３年３月９日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 相 馬 義 一  

委 員 山 本 はるひ    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

教 育 部 長 兼 
生涯学習課長 

小  泉  聖  一   教育総務課長 田  野     実   

教育総務課長 
補 佐 

金  子     嘉   
教 育 総 務 課 
主 幹 

加  藤  正  之   

総 務 係 長 三  宅  和  幸   給 食 係 長 波 多 腰  香  澄   

教育施設係長 遠  藤  幸  宏   
黒磯学校給食 
共同調理場長 
兼 業 務 係 長 

間  彦     望   

共英学校給食 
共同調理場長 
兼 業 務 係 長 

佐  藤  和  穂   

西 那 須 野 
学 校 給 食 
共同調理場長 
兼 業 務 係 長 

飯  田  大  助   

学 校 教 育 課 
参 事 兼 
学校教育課長 

田  﨑  建  文   
学 校 教 育 課 
副参事兼英語
教育推進班長 

松  本  正  広   

学校教育課長 
補佐兼学校支
援教職員係長 

岸  上  容  子   学校指導係長 相  馬  浩  二   

児 童 生 徒 
サ ポ ー ト 
センター所長 

印  南  伸  一   
児童生徒サポ
ートセンター 
児童生徒係長 

井  上  芽 久 美   

生涯学習課長
補 佐 兼 
文化振興係長 

添  谷  弘  美   生涯学習係長 興  野  和  人   

那 須 塩 原 市 
図 書 館 館 長 

山  田     隆   
那 須 塩 原 市 
図 書 館 管 理 
係 長 

伊  藤  俊  彦   
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青 少 年 係 長 角  田     晃   
那 須 野 が 原 
博 物 館 長 

松  本  裕  之   

黒磯公民館長 高 根 沢  寿  夫   
スポーツ振興
課 長 

小  髙  裕  一   

スポーツ振興
課 長 補 佐 兼 
管 理 係 長 

岡     孝  子   
スポーツ振興 
係 長 

向  井     崇   

国体推進課長 増  渕     剛   
国体推進課長
補 佐 兼 総 務 
企 画 係 長 

佐  原  勝  美   

競 技 係 長 大  島     彰     

 

出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第２７号 那須塩原市公民館条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔スポーツ振興課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔国体推進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、福祉教育常任委員会及び予算常任委員

会の第二分科会のほうにお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

  ここ数日の報道を見ていますと、ちょうど東日

本大震災が発災して10年ということで、また特番

等いろいろ組まれて放映されております。 

  10年前、皆さんも放射能とか、地震の揺れの災

害等で、とても御尽力されたのを記憶されている

と思いますが、我々実は２期生、１期生はこの場

にまだいなかったものたちです。先輩議員たちは

多分、議場で大変な思いをされている話をたまに

一般質問とかで聞くんですけれども、それだけ大

きな災害が来たときの対応というものは、来た後

でしか、多分なかなか対応ができないのかなとい

うのをまざまざと教えていただいているような気

もいたします。 

  10年間たって、自分たちのやってきた経験と、

あとはそれを見越した対応をこれから皆さんにお

願いしていくと思いますので、ぜひいろいろと市

民のために頑張っていただきたいと思います。 

  また、今はコロナ禍ということで、学校教育も

含めた教育部の皆さんにも、大変御苦労をおかけ

していると思います。我々議会としても、いろい

ろと市民の皆さんのためになるように、一致団結

していろいろと政策等を皆さんに伝えていきたい

と思います。 

  また、今期この常任委員会で審査するのもあと

３日間となりました。 後まで慎重審議を重ねて、

来年度の予算をしっかりと整えていけますように

審査していきますので、御協力をお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが挨拶とさせていた

だきます。 

  それでは、ただいまから福祉教育常任委員会、

予算常任委員会の第二分科会を開会いたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  今定例会におきまして、当常任委員会に付託さ

れた案件は、条例案件４件、計画案件２件でござ

います。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、当初予算案件４件であります。

これらの案件につきましては、関係所管課のとこ

ろで随時分科会に切り替え審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、審査事項に入ります。 

  まずは、教育委員会事務局教育部から順次、審

査を進めてまいります。 

  初めに、教育部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○小泉教育部長 （挨拶。） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、教育総務課の審査に

入ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  教育総務課につきましては、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会第二分科会に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討



－84－ 

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第10号 令和３年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○田野教育総務課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 149ページなんですが、２項１目小学

校管理費、あと関連ありますんでちょっとお聞き

したいんですが、152ページの中学校管理費、先

ほど小学校、中学校併せてエアコンの話があった

と思うんですが、ちょっとその詳細をもう少し詳

しく教えていただけませんか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 まず、令和３年度の当初予算

ということでお願いを申し上げてございますエア

コンの設置でございますが、このエアコンにつき

ましては、普通教室に１台ずつというところで、

今まで整備を進めてまいりました。 

  そんな中、普通教室の設置については基本的に

完了しているという中で、今回御説明を申し上げ

ました学校につきましては、普通クラスが子供た

ちが増えることによって１クラス増える、または

特別支援学級等の増というところで増えるという

ものがございます。そこら辺を予算編成の時点で

見込んだ中での予算計上ということで、お願いを

しております。 

  そのような中で、今回の小学校、中学校という

ところでお願いを申し上げているものになります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 課長のほうから御説明いただきました。

内容は分かりました。 

  そのエアコンの設置に関して伺いたいんですが、

いつ頃を想定されているのかを伺いたい。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 エアコンの設置につきまして

は、基本的に夏場暑くなる前ということで、設置

を進めてまいりたいというふうに考えてございま

す。当初の予算に計上ということで進めてまいり

ましたので、３月の補正予算、こちらに債務負担

行為をお願いしてございます。この債務負担行為

を設定することによりまして、早期に着手をして

まいりたいという、そんな予定でおったところで

ございます。 

  今回の追加の交付金を受けてというところで、

財源を確保した中で取組を進めていきたいという

ところで、この後お願いをするものでございます

けれども、同様に着手という部分については、早

期に行えるというふうに考えているところでござ

います。 

○益子委員 はい、了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 小学校が148ページで、中学校のほう

が150ページなんですが、管理運営費の中で、先

ほど電気料金が減って、その理由は会社を変更し

たというような説明だったと思うんですが、これ

はどういうことなのか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 今回の減の理由ということで、

小学校費、中学校費ということで、電力供給事業

者の変更というものを申し上げましたけれども、

昨年当初から、まず那須塩原市として「ＣО２ゼ

ロ宣言」というものがあったんですけれども、そ

ういった排出量を削減していきましょうというと

ころの一つというのがありますけれども、教育担

当といいますか、教育部としまして経常的な経費、
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こういった部分の削減に手をつけていく必要があ

るというところで、進めておりました。 

  令和２年度の当初に入札を行いまして、令和２

年８月から供給が、事業者が変わったというとこ

ろでございます。 

  ８月からではございますけれども、コロナの関

係の中でエアコンを使っていただいて、夏休みの

授業が、学校という、臨時的な、今まで経験がな

かったような学校運営という中で、エアコンを使

いながら、換気をしつつ使いながらというところ

で、エアコンを運用していただいたところですが、

目に見えて数字が減ってきているというような実

感があった中で、今回精査をしまして、令和３年

度の予算を積算したというところでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ小学校も中学校も何校もある中の

電気料金をこれは足したというか、全部の分だと

思うんですが、それぞれの学校に対しては、電気

だけではない、ガスも水道もあるんですが、使う

量というものに対して何か規制をかけていって、

何かガイドラインか何かがあって、こういう予算

が出てきているんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 制約的なものというのは、ま

ずちょっと置いときまして、普通教室にエアコン

を設置するという中で、エアコンの使用に関する

ガイドラインというのを設けまして、その部分に

ついて各学校にお知らせをし、運用をしていただ

いているというものでございました。 

  各学校につきましては、それぞれの学校にキュ

ービクルというところ、デマンドという、電力が

一遍に使う使わないというところを使って、負荷

がかからないようにというようなところで見てい

くような装置をつけてございますので、それを見

つつ運用していたというのが現状でございます。 

  今回、コロナ禍という中で、夏の学校、授業実

施というところで、規制をかけるのではなくて、

逆に換気をしつつの使い方、エアコンを使ってい

ただきたいということでしたので、そのデマンド

値というのを少しずつ上げる。学校それぞれ違い

ますけれども、立地によって違う、それからそれ

ぞれの教室によっても違いますけれども、そうい

った中で、少しずつデマンドを上げつつ対応して

いったということなので、逆にその学校に合わせ

るような形で運用してきたというのが現実的なと

ころでございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 エアコンが入る前の学校というのが、

結構、例えば家庭科で調理をやったって、一斉に

御飯を炊いたりするのにスイッチを入れると、落

ちるというようなことをよく聞いていました。 

  多分、今はエアコンもそうだし、どのくらい使

っているか分からないですけれども、電子機器と

いうか、黒板にしてもタブレットにしても、多分、

電気を使っているわけで、いろいろな面で一斉に

使う。ほとんど一斉に使うんですよね。 

  そういう中で、もうここに予算が入っているも

ので、今言ったように使っていいよと言っている

ということは、そんなに学校ごとで節約しなくて

も、今は電気を使えるという状況になっていると

理解してよろしいですか。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 学校さんのほうに何か特別

制約を設けるところまではかけてはいないんです

が、当然、省エネはお願いをしておりますし、無

駄な電気等があれば消してくださいというところ

はお願いしております。 

  先ほどのエアコンに関しましては、やはりクラ

スが多い学校さん、少ない学校さんありまして、

一番スイッチを入れて始動時がどうしても電気が
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食うものですから、ある程度運転が安定してくれ

ば、さほど電気を食うということではないので、

電源投入時をタイムラグを置いてしていってくだ

さいというようなお願いはしております。 

  ただ、先ほどから説明ありましたとおり、それ

でも警報機が鳴ってしまう学校さんにつきまして

は、やはり設定値を上げるというような対策を取

ってまいりましたので、特別、学校さんから今現

在、厳しい状況ですというところは聞こえてはき

ておりません。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、新型コロナの感染のことでいうと、

ちょうど夏、エアコンを入れつつ戸を開ける。冬

はエアコンかストーブかちょっと分からないんで

すが入れつつ、戸を開けるみたいですけれども、

効率の悪い形で温度管理をしなければいけないよ

うになっているので、何となく大変だとは思うん

ですが、ぜひ感染が広がると大変ですし、せっか

く入っているエアコンを使えなければ子供たちも

かわいそうなので、そこら辺は、規制はないとい

うことだったので安心したんですが、今後もそう

いうのがないようにやっていただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 ＬＥＤ化が今回入ってきていると思う

んですけれども、その工期的なものはいつ頃を考

えていますか。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 令和３年度は小学校２校、

中学校１校の設計を新年度で計上させていただい

ておりますが、その設計を行った３校につきまし

て、さらに翌年度以降、令和４年度以降に工事が

できればというふうに、今のところ考えてござい

ます。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 ＬＥＤ化というと初めてでしょうか。

そうすると、この計画的なものというのは何年ぐ

らいで予定しているんですか。全校。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 小中学校、今合わせまして

30校、本市の中でございまして、小学校を年間２

校、中学校を１校、今のところ考えておりますの

で、10年間を目標にというところで、今のところ

考えてございます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると、当然、省エネになってく

るんで、時期的なものというのはちょっと早めち

ゃったほうがいいのかなというイメージがあるん

ですけれども、そんな考えは特に。どのぐらい電

気量を抑えるんだというような考え方ってあるん

ですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 今回、教育総務課として学校

施設のＬＥＤ化ということで取組をしてまいりま

す部分につきましては、御説明の中で教育施設の

長寿命化というところでの取組というふうに捉え

ているところがございます。 

  この部分については、学校照明ということを見

てみますと、電灯そのものはまだ在庫としてあり

ますけれども、器具そのものがもう壊れて、交換

せざるを得ない。ＬＥＤ化を進めていかなくちゃ

いけないという現状もありますので、長寿命化の

中で計画的に進めていきたいというところが当然

ございます。 

  今年度ではございますけれども、市として市の

グリーンプロジェクトというところで、環境に配

慮した「持続可能なまち那須塩原市」ということ
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で取組を進めるというような打ち出しがなされる

中で、それも併せ持って進めていくということに

なります。 

  今回、グリーンプロジェクトの中で位置づけら

れているという部分については、今年度そういっ

た部分の取組を検討する。早い段階で取り組んで

いくというような中でもやっているということで

ございますので、極力財源等も含めて考えつつ、

財政的な部門との協議を進めながら進めていくと

いうところで、早く進めることによって、先ほど

お話がございました経常的な経費という部分につ

いても、削減できるというふうには捉えていると

ころでございます。 

○齊藤委員長 そのほか。 

  益子委員。 

○益子委員 145ページです。 

  １項４目学校運営支援費の分のスクールバス運

行費、7001事業について伺いますが、先ほどの御

説明で６校10路線ということだったんですが、利

用される児童の人数など分かりましたら教えてい

ただけませんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○三宅総務係長 令和２年度になりますが、学校ご

とのほうがよろしいですか。 

○益子委員 分かれば、それが。 

○三宅総務係長 東原小学校が２名、鍋掛小学校が

２路線で33名、大原間小学校が23名、高林小学校

が３路線で77名、関谷小学校が24名、塩原小中学

校が実質29名となります。塩原小中学校につきま

しては、後期課程、いわゆる中学生も名簿として

は計上しているところなんですが、学区の関係も

あってほとんど乗っていないということで、今申

し上げたのは前期課程、いわゆる小学生の分だけ

になります。 

  以上です。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  先ほどの課長の御説明ですと、国のほうから支

援があると思うんですが、５年で終了ということ

で、その後の対応ということで、市の持ち出しを

考えていらっしゃるんでしょうか、お伺いをしま

す。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 先ほど申し上げました説明の

中で、５年間ということで補助をいただけるとい

う形になってございます。鍋掛小学校、それから

高林小学校、それから関谷小学校というふうな３

校分を令和２年度頂戴しているというところです

けれども、それが終了してしまうということにな

ります。 

  そうしますと、市の一般財源を当て込んでの運

行をこの令和３年度の予算から行ってまいりたい

というところでございます。 

  金額は7,100万ということで、昨年度で申し上

げますと2,000万から補助金を計上してございま

したので、その分が持ち出しということになって

ございます。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 140ページの奨学金の件ですけれども、

先ほどの説明で、もちろん給付費のほうは優秀な

学生ということで理解はするんですが、貸与のほ

うで、実はコロナの影響で親の方が職を失ってし

まったとか、そのために学校を辞めざるを得ない

方がちょっと何人か聞いているんですが、そうい

ったことも含めて、次年度のこの予算の中には貸

与費、考慮されていますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○三宅総務係長 今回、当初予算として計上してい

る部分につきましては、いわゆる通常での選考に
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係る奨学生となります。 

  それ以外に、昨年の５月頃に開始をさせていた

だきました「がんばれ『勝学生』」、勝つ学生と

書きますが、特別な事情で急激に収入が減った御

家庭を対象に、随時受付をしているところです。

それは当面の間ということでさせていただいてお

りますので、それも引き続き行っているというと

ころですので、そういった方がいらっしゃれば、

そちらのほうの制度で救済していきたいというふ

うに思っているところです。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 初の説明の段階で、やはりこの生徒

たちもある程度の優秀なという、何か頭についた

ような気がします。説明があったかと思いますが、

その線引きというのはどの辺を言うんですか。ち

ょっとその辺が、もし説明があればお願いします。 

○齊藤委員長 係長。 

○三宅総務係長 給付と貸与で、それぞれ若干は異

なりますが、給付に関しては学校の評定平均が

4.1以上とか、4.5以上、制限を設けさせていただ

いておりますので、学校での成績が優秀な場合と

いう形が、制限がつきます。 

  それから貸与につきましては、そこの制限は設

けておりませんので、申込みとしては自由にして

いただける。ただ、こちらとしても一定の枠がご

ざいまして、ある程度枠に収めるための序列をつ

ける中では、こういった評定が序列のところに影

響してくるというところになりますので、極端に

評定が少ない場合は、選考から漏れる可能性もあ

るというところになります。 

  ただ、先ほど申し上げました「がんばれ『勝学

生』」、コロナのところにつきましては、いわゆ

る収入の減というところで見ておりますので、そ

の評定云々というのは判断はしておりません。 

○相馬委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  それでは、髙久委員。 

○髙久委員 説明いただきました。27ページ、学校

給食費について。 

  対応とかそういうんじゃなくて、給食の材料な

んですが、日々給食で使っている。今までも申し

上げてきましたが、学校給食の小麦に関する部分、

これ輸入小麦というふうに今まで聞いていて、国

の一部の検査は受けているという話が、そこまで

で止まっていたんですが、やっぱり気になるのは、

遺伝子を換えたとか、あとは遺伝子に影響を与え

る除草剤の混入というのは、国産は検出されない

ということ、輸入小麦にはたしか去年から３倍に

規制緩和されたんですよね。 

  やっぱりヨーロッパでは、遺伝子改良したもの

とか、予想外な検出されるものは使用していない。

日本だからこれはいいんだということで、アメリ

カでは使っているというふうに報道され続けてい

ますんで、その辺の検査をしっかりしているのか

どうかということなんですが、やっぱり安全でお

いしいというのは、市のほうとしても給食センタ

ーもそういうのを目指していると思うんで、その

辺の考え方、聞かせていただければと思います。 

○齊藤委員長 係長。 

○波多腰給食係長 学校給食のパンに使用している

小麦なんですけれども、やはりメインは今のとこ

ろ輸入小麦という。学校給食としては、ちゃんと

国の検査も通った安全なものとして輸入している

んですけれども、地産地消という観点から、県産

小麦を使ったパンを取り扱っていまして、そうで

すね、今年度でいうと大体全体の３割ぐらいは県

産小麦を使うような形で使っていたりします。 

  今後も徐々に県産小麦に切替えできたらなと思

っているんですが、いろいろ材料費の高騰とかそ

ういったところで、結局、県産小麦を使うことに
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よってほかの食材に影響が出てしまう、そういっ

たものもありますので、なかなか100％とかとい

うのは難しいかなとは考えているんですが、なる

べく使っていきたいと考えております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 県産小麦は、現在３割なんでしょうか。

それとも現在３割で、将来はもっと増やしていく

という話があったものですから、計画があったら。 

○齊藤委員長 係長。 

○波多腰給食係長 そうですね。今、調理場が３つ

と、あと塩原単独校とそれぞれ栄養士さんがいま

して、４種類の献立があるんですけれども、この

栄養士さんがそれぞれ献立を考えていて、給食の

献立が違うので、全体として取り組んでいこうか

という話はしているので、ちょっとずつ伸ばせて

いけたらなというところで、取りあえず来年度は

半分ぐらいいけたらなということでの話はしてい

ます。 

  ただ、あくまで食材が価格の変動がありますの

で、必ずというのは難しいと思うんですが、努力

したいというところでは、意思統一を図っている

ところです。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ぜひそれ地産地消という言葉も出まし

たんで、安全な国産でお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 140ページ、中段にございます新

規の小学校等開校閉校記念事業費、すみません、

ちょっと聞き逃していたら申し訳ないんですけれ

ども、内容と積算根拠についてお伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○田野教育総務課長 小中学校等の開校の記念事業

費補助金ということでございますが、それにつき

ましては、交付要綱のほうを制定してございまし

て、この中で小中学校の適正基本配置の基本計画

に基づき、統廃合を行う学校、こちらを対象とい

う中でございまして、こちらの補助金につきまし

ては、記念事業の充実、それから統廃合を円滑に

行うというような事業というところで捉えている

ところでございます。 

  細かく申し上げますと、補助対象として記念行

事とかの講演会なんかの経費とか、記念品、それ

から記念誌とか、こういった作成とかというもの

が補助の対象になってまいります。 

  補助金額の算定でございますけれども、こちら

につきましては、子供たちの数、児童生徒数とい

うところで枠を設けてございます。一定限りには

なりますけれども、100人以下ですと80万円、101

人から150人ですと95万円ということになります。 

  今回の対象となっています中学校１校と小学校

３校ですけれども、それで見てみますと、100名

以下が２校、それから101から150ということで２

校ということで、都合350万になります。それを

今回175万ということで、令和３年と４年という

ことで、それぞれ半分ずつ交付をしていきたいと

いうところで考えているものでございまして、計

上額が半分ということで、175万というふうにな

っているものでございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

  じゃ、続きまして、143ページなんですけれど

も、西那須野学校給食共同調理場管理運営費の工

事請負費、蒸気発生器蓄熱槽改修工事、この工事

の内容について詳しく説明してください。 

○齊藤委員長 場長。 

○飯田西那須野学校給食共同調理場長兼業務係長 

蒸気発生器蓄熱槽改修工事の内容についてなんで

すけれども、蒸気発生器の中の蓄熱槽というもの

については、蒸気をつくるための熱をためるもの
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で、蓄熱槽の中に蓄熱材というのが入っています。

それは夜間電力を使って、熱をためるというもの

になっている。西那須野調理場では全部で蓄熱槽

が20台ありまして、今回６台を更新するというも

のになります。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 その６台が老朽化に伴う更新工事

というふうな認識でよろしいですか。 

○齊藤委員長 場長。 

○飯田西那須野学校給食共同調理場長兼業務係長 

そうですね。全部で20台あるうちの中で、この６

台については著しく熱をためる能力が落ちている

ということで、まずはこの６台を改修していくと

いう内容になります。 

○中里副委員長 了解しました。 

  じゃ、続きまして、149ページなんですけれど

も、小学校施設整備事業費の中の、すみません、

もう一度確認なんですけれども、新規で照明ＬＥ

Ｄ化設計の東原小と東小のことについてなんです

けれども、設計の工事の規模についてちょっと伺

いたいんですけれども、校舎全体なのか、校舎の

ごく一部なのか。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 今回対象としておりますの

は、学校全体というふうに捉えております。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 そうしますと、校舎が例えば校内

に幾つかあった場合でも、それらも全部という形

の認識でよろしいですかね。 

○齊藤委員長 主幹。 

○加藤教育総務課主幹 委員おっしゃるとおりで、

校舎、体育館、全ての照明器具を対象にして考え

ていきたいと思います。 

○中里副委員長 了解しました。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようでしたら、質疑の途中です

が、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの御意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算については、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  教育総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時３０分 
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○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから学校教育課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 学校教育課につきましては、福祉教

育常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田﨑学校教育課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明ありがとうございます。 

  139ページ、会計年度任用職員給与費について

1501事業です。こちらで先ほどの御説明の中であ

ったと思うんですが、この会計年度任用職員の詳

細な人数とあと金額など分かったらお知らせくだ

さい。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 それでは、まず人数でござい

ますけれども、令和２年度当初と比較をしながら

お話しさせていただきたいと思いますが、令和２

年度は157名、令和３年度の予算としましては152

名、５名の減ということでございます。 

  内訳は、実はちょっとただ単に５名を減にして

いるのではなくて、やはりこの御時世でございま

すので、なるべく必要なところに、もちろん必要

のないところはないんですけれども、例えば複式

支援教室こちらのほうは減といたしました。これ

につきましては、今までは複式の学校さんにはそ

の分の人数を配置しておりましたが、片方の学年

が１名とかというクラスが出てきて、例えば１名

と４名とかというところにつきましては、校内体

制で十分可能であろうというところもございまし

て、結局は２名減にして５名にしたというところ

がございます。 

  また、生徒支援員、中学校の生徒支援員につき

ましては、１名を増としております。やはり小学

校もそうですが、不登校関係の問題というのはや

はりこれは喫緊の課題だと思っていますので、１

名増といたしました。 

  また、介護支援員、これにつきましては、やは

り必要なお子さんが明確でございますので、それ

に応じて、実質は人数は変わらないのですが、中

学校でのお子さんがいなくなって新たに小学校の

ほうにまた新たに増えるということで、それに合

わせて増となっています。 

  また、日本語支援員、こちらにつきましても、

年々やはり外国籍のお子さんが増える傾向がござ

いますので、１名増というふうにしています。 

  後になりますが、英語教育推進教師、こちら

を５名今年度は採ったわけですが、これをゼロと

いたしました。いわゆる英語教育につきましては、

小学校含めて本市も重点を置いて取り組んでいる

わけですけれども、ＡＬＴの活用、そして先生方
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の経験値がだんだん上がってきたことによること

でやはり予算削減も含めてここはゼロとしようと

いうことで減額としております。 

  実際に額のほうですね。額のほうにつきまして

は、２億5,229万円でございます。市採用教師枠

組みではそのようになります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。また、今回は

コロナ禍ということで、市の当局も相当いろいろ

なところに気を配られて大変な思いされて、また

支援される方は必要とされる支援ということで、

希望されていたと思うんですが、例えば先ほどの

課長の話ですと、私が御説明の中で受けた感じと

例えば人員をなるべくそれぞれ業務の忙しいもの

とか必要な部分に人員を配置して回して動かした

のかなというような感じを持ったんですが、その

中で例えば宿泊体験館とかそういったところの人

数とか、例えば前回もちょっと触れたかもしれな

いんですが、例えば業務の内容によっては利用さ

れる方が少なくてとかそういった増減、なんか利

用の頻度とか開かれてない部分ということがある

と思うんですが、そういったものも含めて稼働日

数とか例えば先ほど説明の中で業務の中でやり繰

りした中で、忙しい部分というか、稼働している

部分が多い部分とそれ以外の部分とそういうもの

を含めて例えば稼働の日数とか連動されていてそ

の部分になっているのかということをちょっとお

伺いしたいんですが。 

○齊藤委員長 課長、説明できますか。 

○田﨑学校教育課長 もちろん今回とにかくコロナ

禍ということで、実は予算は本当に切り詰めなく

てはいけないというふうに思いました。しかしな

がら、やはり子供たちの教育はとめるわけにはい

きませんので、様々な角度から我々は検討しまし

た。その中に先ほど言った市採用教師については、

そのとおりでございます。 

  児童生徒サポートセンターと宿泊体験館「メー

プル」につきましては、人数の変更はございませ

ん。これはなぜかといいますと、利用人数、そし

てそれに対する対応するスタッフのいわゆる力を

考えますと、現実一言で言えば減らすわけにはい

かないということでございます。 

  宿泊体験館「メープル」につきましては、どう

しても宿泊をあまりしてないのではないかとか、

利用人数が少ないのではないかとこういうお話が

ございますが、そもそも適応指導教室と宿泊体験

「メープル」のある意味目的や役割というのは若

干違いまして、同じではないんです。宿泊体験館

「メープル」は、どちらかというととにかく子供

たちを元気にして人と会うとか、とにかく出して

元気にさせるような活動をするということがとて

も大事なことになってきます。 

  一方、適応指導教室につきましては、やはり学

校にまた通常どおり行けるようになる手前になり

ますから、やはり学習というものが入ってきます。

ちょっと言葉を分かりやすく言えばメープルのほ

うがちょっと活動が緩いといったらいいんでしょ

うか、そのかわりかなり個別に対応しなければな

らないという事態が生じてきます。つまり集団で

はなかなか引っ張り出すことができない、個別に

丁寧に対応することにメープルの意味がございま

す。そういった観点から、人数の削減これは行わ

ないというふうに判断いたしました。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。まさに活動す

る役割がそれぞれ必要とされる部分とか内容に応

じてスタッフがいろいろ苦労されているんだなと

いうことを改めて実感した次第なんですが、そう

しますと今後もそのような体制で今後コロナ禍い



－93－ 

つまで続くか分からないですが、そういった市の

ほうの認識ということでよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 今の時点ではそのように考え

ております。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 150ページです。教師のストレスチェ

ックというのがあると思うんですが、小学校教員、

その他の委託料の中であるんですが、今ストレス

から職場を離れている教員というのはいるのでし

ょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 大変申し訳ございません。今

即答できないのが本音のところでございますが、

いわゆる精神神経系疾患というのがストレスが原

因で休んでいるということになるかと思います。

普通の病気とは別で考えてよろしいですよね。そ

う考えると若干今年度になってそういう職員は実

はおったわけなんですが、すみません、間違って

いたらまた改めて至急訂正しますが、私の今の記

憶の範囲では、それで休んでいる傷病休暇、ある

いは休職という先生は１名というふうに記憶して

おります。間違っていたらまた訂正いたします。

申し訳ございません。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ありがとうございます。働き方改革と

いうのがずっと言われてきたんですが、どうなっ

ているのかなと、コロナで大変なんだろうなと思

いながらそのことを聞きました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 すみません。145ページの小学校

ＩＣＴ事業費についてでございます。新規の児童

生徒系インターネット回線接続料これの内容につ

いて詳しく説明していただければと思います。 

○齊藤委員長 係長。 

○相馬学校指導係長 こちらインターネット回線接

続通信料でございますが、ＧＩＧＡスクールの端

末ですね、こちらのほうが今回導入になりまして、

多台数かなり多い台数、そちらのほうの接続にな

りますので、その通信負荷に対するためのインタ

ーネット回線、こちらのほうは接続方式を今まで

センターサーバー方式ということで、西那須野サ

ーバーにあったサーバーにデータがきましてそこ

からインターネットに抜けるというものだったん

ですが、こちらその回線がローカルブレイクアウ

ト方式ということで、直接各学校からインターネ

ットに抜けるというようなそういう方式に変えま

すので、そのことにより発生する通信料というこ

とでございます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  一つ伺いたいんですけれども、Ｗｉ－Ｆｉがお

家にない家に児童生徒が家でアクセスしたい場合

に対するものとかというのは、この予算には含ま

れてはないんですか。今通信環境の円滑化という

んですか、何と言ったらいいんですか、分からな

いんですけれども。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 要するに、モバイルルーター

等の貸出しとかということですよね。そちらにつ

いては考えておりません。まだそこの決断までは

至っておりません。やはりそれに伴う通信費も当

然かかってきますので、それを考えますとちょっ

となかなかまだそこまではいけないなというのが

正直なところでございます。なので、１人１台タ

ブレットの中に確かにネット環境が整っていない

という状況のお子さんについては、ネットにつな
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ぐということが難しいところがございますが、オ

フラインでの学習というのができるような形で考

えておりますので、学習に関してはそのような形

を取りたいなというのと、実際にネットに関する

そういう環境に関する調査というものは今年度行

わせていただきましたが、実際に全く例えばスマ

ホを親が持っていればデザリングがという形でで

きないことはないわけなんですが、それが全くで

きないという家庭につきましては、思ったほど多

くはないという状況がございます。全部で1,000

件ということでございますので、そういった判断

を今のところはさせていただいています。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 そうすると例えば家、夏休みとか

そういったときにお家で、災害のときもそうだと

思いますけれども、家で学習するといった場合に

はオフラインで授業ができるというか、そういう

ふうな設備はもう整っているというか、そういう

体制はもう組んであるという認識でよろしいです

か。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 整っているというか、こちら

にもちょっと入れていますけれども、145ページ

のところにオンライン学習ドリルということで、

ドリルを入れる予定でございます。このドリルの

中にはオフラインでもやることができるというこ

とを今のところ想定しておりますので、そういっ

たところで学習は可能であるというふうに考えて

おります。 

○中里副委員長 分かりました。了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 153ページの中段から下のところの中

学生の海外交流事業費8001事業のことなんですが、

昨年はホームステイの受入れは中止するというこ

とで、実行委員会に900万円というふうに説明が

あったんですけれども、もう少し詳しく教えてく

ださい。どんな形で何に使うのか。 

○齊藤委員長 予算の説明をしてください。 

  課長。 

○田﨑学校教育課長 まずはお答えさせていただき

ますが、派遣につきましてまだ中止という決定は

しておりませんので、なので受入れ分の予算は削

減しましたけれども、派遣についてはまだ行かな

いと決定しているわけではないので、まずは予算

を取らせていただいたといった状況でございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今年度は両方中止したと思ったので、

ホームステイの受入れだけは中止でここに入って

いたので、行くことが決まったのかなと思いまし

たので、お聞きいたしました。それはいつ頃に決

めるんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○田﨑学校教育課長 例年ですと４月の初めに実行

委員会、校長先生方になるわけですけれども、そ

ちらで団員の組織をしまして、流れとしましては

５月初めには募集のアナウンスをするということ

になってきますので、それを逆算して考えますと

我々としましては、やはり３月末には決断をしな

ければならないかなというところでございます。 

○山本委員 了解しました。 

○齊藤委員長 厳しい予想ですね。 

  そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入りたいと思います。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び
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質疑を終了したいと思いますか、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号 令和３年度那須塩原市一

般会計予算については、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  お疲れさまでした。 

  ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 

  審査の開始は１時15分とさせていただきます。

１時15分となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

休憩 午後 零時１９分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○齊藤委員長 では、休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２７号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第27号 那須塩原市

公民館条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  部長。 

○小泉教育部長 （議案第27号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第27号 那須塩原市公民館条例の一部改正

については原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第27号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○齊藤委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第10号 令和３年度

那須塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  部長。 

○小泉教育部長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 執行計画書163ページ、164ページ

にかけてでございますが、ハロープラザ管理運営

費についてです。工事請負費の冷暖房装置改修に

ついてなんですけれども、令和２年度も2,600万

円で当初予算を組んで、令和３年度もほぼ同額で

組んであるんですけれども、理由とか内容を教え

ていただきたいんです。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 ハロープラザの冷暖房の設備の関

係の工事なんですけれども、一遍に改修するのに

はちょっと事業費的に大きくなり過ぎてしまうと

いうことで、令和２年から３年間かけてマルチエ

アコンという形の部屋ごとの整備という形に変え

ているものです。今までは一括で集中管理だった

ものですから、大本が壊れると全部駄目になっち

ゃうということで、部屋ごとに使えるようにとい

う形で分割して工事のほうを進めているところで

ございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 169ページについて伺います。 

  青少年健全育成費2001事業の成人式の事業消耗

品の中で成人式の記念品とありますが、この内容

をお伺いいたします。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 成人式の記念品というところなん

ですけれども、これにつきましては、毎年、成人

式の実行委員会の方に決めていただくという形で、

前年度は集合写真だったと、今年度についてはボ

ールペンを記念品としてお配りしたということで、

来年度についても、また実行委員会を組織した中

で、どのような記念品がいいかを決めていただい

て購入するということです。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、今年度はコロナの影響

があったかと思うんですが、その方たちなんかも

併せて対応されているというような考えでよろし

いんですか。来年度の、今年度は対応がちょっと

難しかったと思うんですが、その方たちとはまた

別で、その方たちはコロナがなくて、来年度は来

年度でまたその方たちだけの対象ということなん

ですか。それとも、もし収まったら何か考えてい

るということだったのでちょっと伺いたかったん

ですが、その辺はどうなんですか。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 消耗品というところについては、
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その年度、その年度の実行委員会で決めていただ

く。あとは、今年度、式典のほうが中止になった

というところについては、今年度の方にお集りい

ただいた秋口ぐらいに、何かどのような形がいい

のか、記念の事業ができるだろうかということも

含めて、意見をもらいながら進めたいと思ってい

ます。 

  また、令和３年度の成人式につきましては、ま

た新たに令和３年度の新成人で実行委員会を組織

しまして、どのような形でできるかというところ

を、ある程度人数制限すればホールでできるのか

というところもありますので、そういうところは、

どのような式典にしていくかというのは御意見を

いただきながら決めていきたいと思っております。 

○益子委員 了解しました。ありがとうございます。 

○齊藤委員長 そのほかございませんか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 図書館の管理運営費の関係で、那須塩

原市の図書館がこの１階、新規の事業の関係なん

ですけれども、ちょっと詳しく説明をお願いした

いです。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 166ページ、一番上

段の新規、那須塩原市図書館（選書、書架装飾等）

の部分でよろしかったでしょうか。 

○眞壁委員 はい。 

○山田那須塩原市図書館館長 これは業者に委託し

てという内容になりますが、今、みるるで言葉の

彫刻という、本を抜き出して文字を掲示をして、

今まで本を読んでいなかった人も、その注目を集

めて本の世界に引き込む、そういうような内容の

装飾等をいろいろしているわけですけれども、お

かげさまで９月にオープン以来、目標を上回る利

用者に来ていただいて大盛況なんですが、１年を

過ぎるとどこの図書館もそうなんですが、飽きる

というか、入場数ががたっと落ちる傾向にありま

すので、今年の９月で入場者数、トータルの入場

者数がどうだというのはまだ結論出ませんけれど

も、少なくとも今の彫刻の企画を５つ今企画をや

っていますけれども、そのうちの１つか２つを替

えて、この書架装飾も含めて委託して、図書ディ

レクターの方が東京にいるんで、その方にお願い

して新しい装飾あるいは選書をしていただいて、

そこに飾りつけるという形で、飽きられない、継

続して来ていただくという図書館を目指すという

意味で、この委託料で計上したところでございま

す。 

  内容的には、金額的には460万円ほど計上して

いるところでございます。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 もう一つ、図書館の防犯カメラの増設。 

○齊藤委員長 図書館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 防犯カメラにつきま

しては、現在７台ほど設置をしているところです

が、さらに８台増設を予定しているところであり

ます。それへ330万円ほど計上させていただきま

した。今現在の７台ですと、この図書館の中の全

てのところを網羅するというわけにいきませんの

で、いわゆる見えない部分が出てくるわけなんで

すが、子供たちがいろいろ入り込んだり、あるい

はいろいろな窓口でのトラブルですか、そういう

部分も含めて、全館のエリアをカバーするために

８台の増設をするという内容でございます。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そうすると８台、結構よく見えるよう

な形になるんでしょうか。 

○山田那須塩原市図書館館長 そうですね。一応全

館網羅という意味で。 

○齊藤委員長 係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 すみません、７
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台ということで、主に１階のみ設置されておりま

す。今回増設する部分といたしまして、１階の死

角部分に併せまして、２階にもカメラを設置して

死角をなくしたいということで考えております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今までにそういう何か悪さとか、そう

いうのはあるんですか、ちょっとその辺。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 悪さといいますか、

例えば小さいお子さんが走って転んだりとか、頭

をぶつけたりというのはありました。あと、窓口

というか、あそこの図書館というのはしゃべって

いい図書館なんですけれども、その程度というん

ですかね、騒ぐ高校生なんかもいて、それを注意

したりというのも、トラブルと言えるほどじゃな

いと思うんですが、そういういざこざというか、

そういう問題もあちこちであったんで、その辺も

含めて全館網羅したいなというところが、この計

上した理由でございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。ありません

か。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところの図書館管理運営費の166

ページなんですが、黒磯図書館の部分を多分これ

全部撤去する、いろいろな費用が出ていると思う

んですが、これは１年かけてあそこが更地になっ

て、その土地を持ち主にお返しするということで

よろしいですか。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 来年度１年間借りて

いますので、その中できれいにして令和３年度い

っぱいでお返しするというような形になります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、あそこにまだ物が残って

いると思うんですが、それは捨てちゃうんですか。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 今の建物の中に備付

けの書とか、そういう部分ですね、その部分につ

いては、この同じく166ページ、上から４行目に

なります。黒磯図書館残置物撤去、これは解体工

事とは別に、それを、大きな重い棚とかですね、

それは撤去の費用として見ています。再利用でき

る物は再利用し、あとは使いようのない重たいや

つは、解体工事の前に撤去する必要がありますの

で、こういう形で撤去、この費用を計上させてい

ただきました。 

○山本委員 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところの電子図書館の電子書籍を

借りてくる、借りているのだと思うんですが、こ

の中の272万5,000円のうち、ＮＨＫ受信料を除い

て、これは幾らぐらいになっているんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 来年度の電子書

籍の使用料につきましては、270万円を見込んで

ございます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、ちなみに何冊分になるんでしょ

うか。 

○齊藤委員長 係長。 

○伊藤那須塩原市図書館管理係長 電子書籍の単価

がほぼばらばらということなんですが、平均

5,000円ぐらいと見込みまして、540点ほどのもの

です。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの眞壁委員の質問と同じなんで
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すが、その防犯カメラをプラス８台で合計15台で

全館網羅するという答弁があったかと思います。

ということは、いろいろな中というのは常にカメ

ラが見ているということですか。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 常にというか、映っ

ているという状態でございます。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 決して性善説という意味ではないです

けれども、そうしますと、あそこに入った時点で

常に監視されているとは言いませんけれども、映

っているということはどうなんでしょうか、それ

だけ。 

○齊藤委員長 館長。 

○山田那須塩原市図書館館長 気をつけなくちゃい

けないのは、例えばこの人がこういう本を読んで

いるとか、こういうところでというところは絶対

に避けなくちゃいけないということで、そんなに

アップになるようなことはないんで、例えばここ

で言うと、実際人影が映っていて、例えば本を借

りているような状態は分かりますけれども、その

手元でどういう本を借りているとか、そういうの

は映らないようにという形になりますので、プラ

イバシーという形になれば、やっぱり映す側のモ

ラルというんですか、プライバシーの保護という

のはもう大前提になりますので、そこは決して外

に漏れないようにという形は大厳守という形にな

ります。 

○相馬委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 169ページの青少年健全育成費、

洋上でやっていたのを、今度、子どもカレッジを

開催するということをやっていくということを伺

ったんですけれども、内容はどのようなものなの

か伺いたいんです。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 今まで洋上北海道学習、これ新幹

線で行って、帰り船に乗ってということで、コロ

ナの中では実施ができないような事業という形だ

ったと。それでも、やはり青少年の健全育成ある

いはリーダー養成というのをやっていかなくちゃ

ならないということで、市内の中で青少年の育成

団体、ボーイスカウトとかガールスカウトとか、

そういうところの協力を得ながら、体験的な活動

というものができればというようなことで現在考

えています。ある程度、何講座かあって単位制と

いう形の中で、何年間かかけて単位を全部取れる

というような形になってくればいいかなというこ

とで、まず、一つはそういうような形で取り組ん

でいきたいなというところで予定しているもので

す。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 そうすると、何かキャンプとか何

かそういったようなことをイメージする感じでい

いんですか。 

○齊藤委員長 部長。 

○小泉教育部長 キャンプまで行くかどうかという

のはあるんですが、幸いにも那須塩原市の場合は

ボーイスカウトの野営場もありますし、通常、家

庭では体験できないような、そういう活動なんか

もできる場所もあるというところで、少し自然体

験も含めた中で活動ができればというような、今

のところ考えております。 

○中里副委員長 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 167ページ、博物館管理運営費1001事

業の新規事業費というところなんですが、冷温水

発生器修繕工事設計について、内容をお伺いしま
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す。 

○齊藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 博物館の空調なんです

けれども、冷温水を発生させて、それで暖かくし

たり冷やしたりということなんです。冷温水発生

機２台ありまして、そのうち１台が全く動かない

という状況です。昨年度、その原因を調べまして、

その原因が特定できましたので修繕工事を行うと

いうことで、額が300万円を超えるので事前に設

計が必要だということで、今回、設計が入るとい

うことになっております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。そうしますと、

その設計のこの期間といいますか、どのくらい見

込んでいらっしゃるでしょうか。 

○齊藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 そうですね、具体的に

はまだちょっと詰めていないですが、半年ぐらい

あればできるかなと思います。今年、設計をやっ

て、来年度、工事ということですので、予算に間

に合うように出来上がればなというふうに考えて

おります。 

○益子委員 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

りたいと思います。 

  討議すべき点がある方、あるいは委員からの御

意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、スポーツ振興課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討
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論、採決 

○齊藤委員長 スポーツ振興課につきましては、福

祉教育常任委員会に対する付託案件がありません

ので、予算常任委員会第二分科会に切り替え審査

を行います。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小髙スポーツ振興課長 （議案第10号について説

明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 171ページ、10款教育費、東京オリン

ピック・パラリンピック事前キャンプ地の誘致事

業費5001事業についてお伺いいたします。 

  新規事業で、事前キャンプ実施時ＰＣＲ検査、

検査証明書とあるんですが、この内容と何名を想

定、何名ぐらいを想定されているのかお伺いいた

します。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 まず、事前キャンプ受入

れに係るＰＣＲ検査の実施につきましては、選手、

それからコーチ、補欠を含めて10人を予定してい

ます。この10人の方たちについて４回、事前キャ

ンプ中に４回のＰＣＲ検査を予定しております。 

  これにつきましては、まず本市、入国時に１回

ＰＣＲ検査をしてくるんですが、その後、約２週

間の事前キャンプの中で４日か５日に１回ＰＣＲ

検査をしなさいというふうになっておりますので、

その想定で４回というふうな形で見ております。 

  それから、そのほかに職員のほうも、密に接す

る職員については、こちらは２回ＰＣＲ検査を実

施するような想定で予算のほうを積算しておりま

す。 

  以上になります。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 了解いたしました。 

  そうすると、４回されて、関係者の方だと思う

んですが、この４回をどこでＰＣＲを実際にされ

るのか。例えば、選手とかの皆さんが市内の医療

機関とかに赴いていくのか、あるいはそこの会場

とかその選手村みたいに入っているところに逆に

ＰＣＲの医療関係者の方が来ていただくのか、そ

の辺のことをちょっとお伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 ここについては、まだ不

確定な部分もあるんですけれども、今、栃木県の

ほうでは県でまとめて実施をしたいような話も出

ております。その際には、キャンプしているホテ

ルのほうで選手の皆さんから唾液を採取をしまし

て、それを検査機関に持ち込むというような話が

出ておりますけれども、確定ということではない

ので、この後もちょっと変更になってくる可能性

もあるかと思います。 

  また、うちのほうで今、事前キャンプのときの

ホテルとして考えているのが国際医療福祉大学の

マロニエホテルのほうなものですから、県のほう

で実施できない場合は、うちのほうから直接ホテ

ルを通して国際医療福祉大学のほうへ頼んで実施

するようなこともちょっと想定はしているところ

です。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 172ページの一番下の7501事業、にし

なすの運動公園整備事業費のトイレの改修という

ことですけれども、これは改修だから新設ではな

いということでいいんですか。 
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○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 これについては、新設と

いうことではなくて、現在、西那須野運動公園の

アリーナ、体育館のところに１階の部分にあるト

イレを今、和式のトイレになっているものがあり

ますので、その部分を洋式化することと、あと車

椅子等でも入れる大きさ、小部屋というか個室を

大きくすることと、あとスロープをつけようとい

うような工事で考えております。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 いわゆる、何というんでしょうか、今

ある多目的トイレ的な、例えばオストメイトであ

ったり、そういうものではないということですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 今回の改修に伴って、オ

ストメイトも設置しようというふうなところで今、

設計のほうを進めているところになります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 まず、86ページ、新型コロナウイ

ルス感染症対策費スポーツ振興課分なんですけれ

ども、感染者発生時の体育施設消毒、これ何回分

ですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 これは、万が一起きたと

きのためにということですので、１回分を想定し

て50万円というふうにしております。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 続きまして、172ページ、青木サ

ッカー場整備事業費、工事請負費の駐車場舗装と

いうことなんですけれども、詳しい事業内容をお

聞かせください。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 詳しい駐車場の工事内容

ということですが、青木サッカー場入っていただ

きまして、一番南側がグラウンドのＣというふう

になっています。ここに隣接する駐車場、第１駐

車場のほうが現在、砂利の駐車場なものですから、

ここを舗装するということで考えております。駐

車場の台数としては253台分、そのうち７台につ

いては身障者用の駐車場というふうに考えており

ます。 

  また、これに併せて、この駐車場の道挟んで反

対側にトイレがあるんですけれども、トイレのと

ころから国体の行われるグラウンドＢのほうに、

車椅子でも移動できるような舗装された通路も一

緒に併せて整備しようというふうに考えてござい

ます。 

  簡単ですけれども、整備内容としてはそういう

形になります。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 続きまして、同ページの一番下、

にしなすの運動公園整備事業費、工事請負費につ

いてでございますが、先ほど田村委員が体育館の

トイレ改修工事の内容だけちょっと聞いたんです

けれども、防火シャッターの危害防止装置設備、

こちらについての事業内容をお願いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 にしなすの運動公園の体

育館とプールのところに防火シャッターがついて

いるんですけれども、その防火シャッターの一部

に危害防止装置がついていないというところで、

今考えておりますのは、防火シャッター４か所に

ついて危害防止装置を設置をするというところで

考えております。 

○小髙スポーツ振興課長 体育館側が３か所、プー

ルのところが１か所ということで、合わせて４か

所の危害防止装置設置を考えているところです。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 すみません、もう１点だけ、同じ
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ところで、それぞれの積算根拠を教えていただけ

ますか。内訳で構いません。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 まず、委託料のほうなん

ですが、体育館トイレ改修工事設計のほうが90万

円、それから防火シャッター危害防止装置設置設

計のほうが87万円という積算になっております。 

  それから、工事請負費のほうで、体育館トイレ

改修工事のほうが1,170万円、それから防火シャ

ッターの危害防止装置の設置工事のほうが310万

円という積算になっております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 173ページの塩原Ｂ＆Ｇの件なんです

が、先ほどの説明だと５月と10月の利用者が少な

いため閉館ということなんですが、逆にいうとこ

れ年間４か月しか使っていないということなんで

しょうか、まず。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 Ｂ＆Ｇの海洋センターの

プールにつきましては、通常ですと５月から10月

の６か月が開館しております。今回、令和３年度

については、コロナ等もありまして経費節減のた

めに６、７、８、９という４か月で開館しようと

いうふうに考えております。 

  Ｂ＆Ｇについては、体育館等は依然として使え

るような状況になっております。 

○齊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 当然これは温水プールで、塩原小中学

校の生徒も使っているというのは承知しておりま

す。そういう中でこれ、もちろんプールだけじゃ

ないという今、説明はございましたが、少しプー

ル、そちらのほうの体育館を除けば３年度は４か

月で2,500万という経費をかけているわけです。

その辺の、当然これ塩原町時代のＢ＆Ｇからの関

わりがあるかと思いますが、その辺、今後どのよ

うに考えているのかお伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 Ｂ＆Ｇの海洋センターの

プールにつきましては、委員おっしゃるとおり小

学校、中学校、実際に言いますと塩原小中学校、

関谷小学校、横林小学校のほうでプールの授業で

も使っているというところです。 

  これについては、令和２年度はプールの授業が

なかったので、令和元年度の実績でいうと、６月、

７月、８月、９月、ここに集中して使っておりま

すので、まず小中学生のプールの授業には影響が

ないものというふうに考えています。 

  また、利用実績からいうと、やはりこれも令和

元年度になるんですが、５月は145人、10月が82

人ということで、やっぱりピークが７月、８月な

んです。７月は1,119人、８月が1,236人というと

ころでありますので、やはり利用の多い月、それ

から小中学生が利用する月はプールのほうの利用

をしていただきたいなというように思っておりま

すし、また令和３年度の状況を見て、令和４年度、

５月、10月、やっぱり開けたほうがいいかなとい

うふうになれば、それはまた令和４年度、令和３

年度の状況を見て考えたいかなというふうに思っ

ています。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ここで副委員長と進行を交代いたし

ます。 

○中里副委員長 委員長。 

○齊藤委員長 すみません、ちょっと財政のほうだ

ったら申し訳ないんですけれども、スポーツ施設、

国体迎えるまでに当たっていろいろ国からも多分、

補助メニューがあってこういう整備をつけている

と思っているというか願っているんですけれども、
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今回のこの予算に関しては、ほぼほぼ単費なのか、

それともしっかりと補助メニューを入れているの

かどうかちょっと確認したいんですけれども。 

  博物館とかは単費だと思うんですけれども、国

体、あるいはオリンピックに関わる経費、その辺

ちょっと教えてください。 

○中里副委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 それでは、まず整備関係

でいいますと、西那須野運動公園のトイレにつき

ましては、ｔｏｔｏスポーツ振興くじの補助を入

れる予定をしております。補助というか助成にな

りますけれども、３分の２、対象経費の３分の２

が助成という形になっております。 

  それから、ソフト関係でいいますと、オリンピ

ック・パラリンピックの事前キャンプに関する費

用については、国のほうの特別交付金対象になる

ところがありまして、特別交付金については２分

の１が国のほうで手当されるというような形にな

っております。 

  補助、それから交付金等が入るものは、その２

つということになりました。 

○中里副委員長 委員長。 

○齊藤委員長 そうすると、先ほど説明があったサ

ッカー場とかは、残念ながら何かメニューはない

んでしょうか。 

○中里副委員長 課長。 

○小髙スポーツ振興課長 すみません、サッカー場

については、今回の工事については該当になるも

のがなかったということでございます。 

○齊藤委員長 分かりました。 

○中里副委員長 進行を戻します。 

○齊藤委員長 そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、ここで議員間討

議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 



－105－ 

 

◎国体推進課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、国体推進課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 国体推進課につきましては、福祉教

育常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○増渕国体推進課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  もう一度聞いても構いませんから、質疑をどう

ぞ。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました171ページの10

款教育費、６項１目体育振興費の中の国民体育大

会推進事業費4001事業の、先ほどの御説明のあっ

た馬術競技会場の整備、併せて競技大会の進入路

の改良ということで、もう少し詳細をちょっとお

聞かせ願いたいんですが。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 会場、地方競馬教養センター

でございますけれども、敷地といいましても会場

となる部分だけではなくて、ほかに管理棟のある

場所、それからあとちょっと離れた場所に駐車場

を整備しますけれども、そこに市道からセンター

の間を通っている道路、ここが結局大きな馬運車

が通る進入路になります。道路からさらに会場の

中まで入り込んできますので、ここがぬかるんで

いたりすると大変、多分入厩といいまして馬を入

れる作業、出ていく作業に支障が来すので、そこ

を改良させていただいて強化したいというような

内容でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、先ほど 初の冒頭の説

明の中でも、舗装のところに馬運車ということで

60台から70台が行き来するという話もあったと思

うんですが、結構な重量の車両が毎日そこを通過

するということで、相当の改良が必要なんだろう

なという認識なんですが、この工事の期間という

か、それはどのくらいを見込んでいらっしゃるん

でしょうか。あくまでも推定で結構です。 

○齊藤委員長 係長。 

○大島競技係長 主に、あそこに今、砂利となって

いるところをアスファルト舗装という形なので、

もう１か月程度あれば、基本的にはあそこの期間

の舗装は十分できるかなというふうには思ってい

ます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 １か月ということで、相当の重量のも

のなので、短期決戦でされるのもいいかなと思っ

ているんですが、その間の例えばその周りの近隣

への影響などの配慮も考えられているのか、それ

をお伺いしたい。 

○齊藤委員長 係長。 

○大島競技係長 当然、そこはもう生活道路という

ところになってくるでしょうから、そこら辺は担

当の所管課とも十分協議しながら、通行に支障の

ないように、さらにちょっと周知して工事のほう

を進めていきたいと思います。 
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○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じところなんですけれども、ちょっ

ともし私が知らないだけかもしれないんですが、

ここの場所を整備して、馬が入る馬房とかも造る

とたしか言っていましたね。そういうものという

のは、この国体で何日間か使った後は壊すんです

か。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 整備の内容としては、地面を

ならす整備事業と、それから今回ここに載ってい

る仮設の厩舎、250頭分ぐらいあります。そうい

った建物に関しては、今ないものを仮設で建てた

ものは基本的には撤去する予定になっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 例えば、その馬がいっぱい通って重た

い、運ぶためにその道路をすごいお金ですよね、

かけて造ったものは、そのままあげるというか、

そういうふうになるんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 一部、市道にもなってござい

ます。基本的には整備した部分については掘り起

こして戻すということはちょっと考えておりませ

んので、そこは先ほど申し上げたとおり生活に関

して使っている部分はありますので、そこはその

まま残したいというふうに思っています。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 同じところで、今度負担金のとこ

ろでいちご一会栃木国体・とちぎ大会那須塩原市

実行委員会に１億4,700万円のところなんですけ

れども、総務費と開催推進費と開催費と運営費と

いうふうに４項目伺ったんですけれども、それぞ

れの主な内容を教えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 総務費につきましては、事務

局の運営費用、運営経費という部分になりますの

で、主に会議費であるとかコピー関係、そういっ

たものの運用、それから紙代、需要費関係のまと

めた科目として今、総務費として申し上げました。 

  それから、開催推進費につきましては、これに

ついては広報啓発の関係の予算、それから先進地

視察といいますか視察関係の経費というところで

考えております。 

  それから、大会開催費につきましては、主にそ

のリハーサル会場をはじめ会場の中の装飾関係で

す、お花を飾ったりとか、そういったもの。それ

から、大会当日、おもてなしといいまして例えば

鍋を振る舞ったりとか、そういった部分の経費。

それから、輸送交通にする費用ということで考え

てございます。 

  後の競技運営費につきましては、今年度につ

いてはリハーサル大会に係る経費ということで考

えてございます。リハーサル大会のほうは、様々

仮設トイレ、テントをはじめ大会を開催するため

の費用ということで考えてございます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 視察は、メンバーはどなたがされ

るんですか。人数とか。 

○齊藤委員長 課長。 

○増渕国体推進課長 この視察に関しましては、基

本的には実行委員会の我々事務局で考えてござい

ます。各競技、ゴルフはじめ５競技、三重のほう

でございますのでそちらの視察と、それからそれ

ぞれ国体が終了した後、後催地域への引継ぎみた

いな意味合いも含めまして説明会がございます。

そういったときも出席をして、そのときの大会の
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中で出てきた課題とかを頂戴してきて、自分たち

の大会に生かすというような場面もございますの

で、そういったところで。基本的には事務局のほ

うで行かせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  国体推進課所管の審査事項は以上になります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○齊藤委員長 本日予定していた審査事項は、すべ

て終了したので委員会を散会します。 

  お疲れ様でした。 

 

散会 午後 ３時２２分 

 



－109－ 
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兼黒磯保健セ 
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  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第１９号 那須塩原市手話言語条例の制定について 

    ・議案第３７号 第６期那須塩原市障害福祉計画及び第２期那須塩原市障害児福祉計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔高齢福祉課〕 

    ・議案第２８号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 
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    ・議案第１１号 令和３年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開いたします。 

  なお、相馬義一委員より欠席の連絡を受けてお

りますので、御報告申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○齊藤委員長 それでは、これより保健福祉部の審

査に入ります。 

  初めに、保健福祉部長から御挨拶お願いいたし

ます。 

  部長。 

○田代保健福祉部長 （挨拶。） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○齊藤委員長 それでは、ただいまから社会福祉課

の審査に入ります。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１９号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第19号 那須塩原市

手話言語条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （議案第19号について説

明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 １つだけ、市内に聾者の方は何人ぐら

いいるのかは分かりますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 聾者としての人数は、ちょっ

と把握できていないところがあるんですけれども、

聴覚障害者協会の人数などから推定して、100名

はいないとは思うんですけれども、そのぐらいな

のかなというところでございます。 

○田村委員 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 私のほうからも１点だけ、この条

例を制定されますと、いろいろな場面で手話通訳

者が必要になってくると思います。そういった意

味では、今後そういった通訳者を養成とか育成と

かというふうにしていかなければならないなとい

うふうに思うんですけれども、例えば第５条の２

の(2)の手話の習得に関する支援、その他の意思

疎通の円滑化に資する施策、こちらについてはど

のようなものを考えているのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 ちょっと手話の取得に関しま

しては、継続事業、現在もやっているものになる

んですけれども、手話通訳者を養成する講座とい

うことで、手話通訳者になるためには、段階を見

て何年もこう、４段階ぐらいの講習を受けなきゃ

いけないんですけれども、その 初の第１段階に

ついての手話奉仕員養成講習会というのを市町村

の役割として毎年やっております。現在も、来年

度もなんですけれども、年間40回のコースで、昼
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のコースと夜のコースと設けておりまして、それ

ぞれ定員20名ということでやっておりますので、

これまでも大体十五、六名なんですけれども、育

成してきたところではあるんですけれども、こち

らをまず継続したいというのが１つでございます。 

  それから、手話通訳者はかなりやっぱり能力と

か、あと時間等も必要になりますので、やはり簡

単な日常会話ができる方などをどんどん増やすと

いうのが一番大事なのかなというところもありま

して、令和元年度からもう少し砕けた感じで、聾

者とのコミュニケーションを目的とした社会参加

促進手話教室というのを始めまして、こちらは聾

者自らが講師になって、交流を深めながら勉強し

ていくというのを始めたところでございます。 

  それから、聾者ではないんですけれども、音声

言語を取得した後にしっかり日本語がしゃべれる

ようになってから、聴覚が不便になった方に関し

ては、なかなか手話を取得するのが難しいという

ところがありまして、日本語に対応した手話とい

う、日本語対応手話というのがあるんですけれど

も、中途失聴者ためにはそちらのほうを対応した

教室のほうも継続して開催していきたいと考えて

おります。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 この手話言語条例の制定を受けて、市

の対応は今後変化などがあるんでしょうかお伺い

します。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 まずは、手話に対する理解の

促進ということで、理解を深めることが一番大事

かなというところもありますので、これからは広

報と普及啓発に力を入れていきたいなと思ってお

りまして、来年度の予算にも計上させていただい

たんですけれども、まずはパンフレットというこ

とで、手話や聾者への理解を深めるものを作成し

て、各課に配置するほか、各業種といいますか、

窓口の対応であるとか、あとは医療機関とか、そ

ういったところに理解を深めるような事業を進め

ていきたいなというふうに考えております。 

  それから、今年度からにはなってしまうんです

けれども、市長の記者会見のときに手話通訳を配

置するというところをスタートしているところと、

あと市の広報のほうにも隔月の形態で令和２年の

11月から、手話の理解を深めるコーナーを作りま

したので、それも続けていきたいなというふうに

思っています。 

  市の内部でも、何か事業をやるときには手話通

訳者をつけるとかというところも、市役所内部の

ほうにも理解を深めていきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、今後行事などの対応も

考えられるというふうな認識でよろしいでしょう

か。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 全てのものというのは難しい

と思うんですけれども、できるだけ不特定多数の

方とか、聴覚障害者からの求めがあるようなもの

に関しては、各事業担当課のほうで配置するよう

に、こちらもちょっとまずは普及啓発といいます

か、内部の整備を進めていきたいと思っておりま

す。 

○益子委員 はい、了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点あるいは委員からの意見は
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ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第19号 那須塩原市手話言語条例の制定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第19号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３７号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第37号 第６期那

須塩原市障害福祉計画及び第２期那須塩原市障害

児福祉計画についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （議案第37号について説

明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 いわゆるアンケート調査でしょうかね、

これは昨年の６月から７月実施をしたということ

で、そこから９か月たって、６月、７月というと

初の緊急事態宣言明けぐらいで、今とそのとき

では物すごい、今誰でもそうでしょうけれども当

然障害者であったり弱者を取り巻く環境というの

は変化をしているんだと思うんですよね。そうい

う意味で、そういったときに調査した結果に基づ

いて立てられた計画なので、先ほども適宜見直し、

変更という話がありましたけれども、まだこれか

らの話なんですけれども、多分今同じ調査をした

ら全然違う結果が出てきていると思うんですよ。 

  だから、これだけ時代が大きく変革をしている

中で、こういう計画を立てるというのは非常に難

しいんでしょうけれども、さっきおっしゃった見

直し、変更、これは早急にというか、これからの

話なんですけれども、まだ始まっていないんだけ

れども、する必要があるんじゃないかと私は思い

ますが、どうでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 当然そのように思います。

昨年末にパブコメも実施しているんですが、実際

パブコメのほうでは、実際意見のほうはなかった

んですね。ただ、当然こういったコロナ禍におき

まして、コロナショックといいますか、そういっ

たものについては、多分タイムラグがどうしても

あると思います。 

  ただ、この施設利用者に関しては、施設側にも

お願いしていることなんですが、極力その受入れ

の拒否ですとか、そういったことはせずに配慮を

お願いしますというふうな働きかけも当然してい

るんですが、そういったところなのかなというふ
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うには、正直個人的には思っているところでござ

います。ただ、当然のことながら、事業所含めて

いろんな声が上がってくると思うんですね、実際

この計画に基づく施策を進めていく上で。その辺

は、やはり柔軟に対応したいなと。当然自立支援

協議会、そちらのほうにも意見を頂戴しながら、

その辺は対応していきたいなというふうに考えて

ございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 57ページについてお伺いしますが、約

５割の方が本市で障害者相談支援センターを設け

ていることを知らないということですが、支援体

制の充実と併せて各制度の情報の周知の部分とい

うことでうたってありますが、この周知の方法、

具体的な方法何か考えていらっしゃるかお伺いい

たします。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 現在障害者のサービスに関す

るパンフレットの改訂といいますか、見直しをし

ておりまして、今年度中に完成させて配布したい

なというふうに思ってるところがありますので、

それを機会に特に支援に関わっている人たちも含

めて、いろんな場所で民生委員さんであるとか、

ほかの分野の支援に携わっている人とか、そうい

う人たちにもできるだけ周知を、研修などを利用

して周知していければなというふうには考えてお

ります。 

○益子委員 はい、了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点あるいは委員か

らの御意見はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第37号 第６期那須塩原市障害福祉計画及

び第２期那須塩原市障害児福祉計画については、

原案のとおり可決すべきものとすることに異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第37号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、続きまして、福祉教育常

任委員会を予算常任委員会第二分科会に切り替え

審査を行います。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○押久保社会福祉課長 （議案第10号について説
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明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 執行計画書の67ページです。地域共生

社会推進支援事業で7301事業、新規事業にありま

す福祉相談支援システムというものをちょっと伺

いたいんですが、お答え願います。 

○齊藤委員長 係長。 

○小田地域共生係長 こちらの福祉相談支援システ

ムでございますけれども、現在各分野、例えば障

害者でありますとか、あとは介護でありますとか、

それぞれ分野ごとにシステム導入されております

けれども、そちらの分野ごとに導入されておりま

す基幹系システムからデータを連携しまして、個

体単位で各福祉制度を設ける資格やサービス受給

状況について照会できる相談支援業務サポートシ

ステムになります。 

  以上です。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、今御説明いただきまし

たが、庁内でそれぞれ関係する部局を横断した連

携が取れるというような認識でよろしいでしょう

か。 

○齊藤委員長 係長。 

○小田地域共生係長 来年度におきましては、福祉

分野の担当課のほうから導入を検討しておりまし

て、その中でそれぞれどのようなサービスを使っ

ているかというのが一目瞭然というようなシステ

ムでございます。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 すみません。生活困窮者68ページ、学

習支援の予算が150万ほど減ったというのは、こ

れは利用者が減ったということですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 学習支援の利用者については、昨

年度から比較すると減少しております。主な理由

としては、こちらはやはりコロナ禍で、まず、年

度当初に事業が予定どおりに開始できなかったと

いうところと、その後の貸館の状況が全然見通せ

なかったというところで、新規の募集をかけるこ

とかほとんどできていないというようなことが理

由としては挙げられます。 

  今年度新規募集を行ったのは、中学３年生だけ

ということで、貸館がこれまで確保していたお部

屋が分散勤務の会場になるであるとか、あとは利

用時間の制限であるとか、利用する部屋の定員の

半分までしか人数が入れないですとか、そういっ

たことから人数が、確保しようとしても会場に入

れないということになってしまいまして、結果と

して人数は、昨年度は57名だったかと思うんです

が、今年は44名ということで減っております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 人数減ったということで、予算を減ら

すということで。分かりました。結構です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のところなんですけれども、自殺対

策強化事業費についてなんですが、先ほど自殺が

増えているというお話があったと思うんですが、

もし差し支えなければ、那須塩原市の自殺の人数

が分かれば、教えてください。現行の数。 

○齊藤委員長 係長。 

○金子障害福祉係長 国のほうで統計を取っている

ものなんですけれども、暫定ということで、前年

度で15名だったんですけれども、今年度の暫定値

としては19名で若干増えているところではあるん
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ですけれども、その前の年が29名だったというこ

となので、やっぱりちょっと増えたり減ったりを

繰り返しながら、傾向としては増えてきていると

いうところなんですけれども、若干令和２年度も

結果としては恐らく増えているのかなというふう

に暫定値を見ると読み取れるところであります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまりこの対策強化というふうになっ

ているので、全国の傾向のように増えていかない

ために、歯止めをするためのお金だというふうに

理解してよろしいんですか。了解です。 

○齊藤委員長 そのほか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 執行計画書65ページの会計年度任

用職員給与費ですが、前年度と比べますと340万

円程度減額という部分で、社会福祉課関連で何名

程度増員するのか、お伺いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○押久保社会福祉課長 来年度地域共生係、こちら

のほうで１名増員させていただく予定でございま

す。 

○齊藤委員長 それでは、髙久委員。 

○髙久委員 66ページです。行旅人援護等費という

ことで78万2,000円が計上されています。前年と

ほぼ同額の予算とそう聞きました。この取り扱う

消耗品はほとんど変わらないですね、3,000円だ

から。法外援護、これというのは、どんな内容な

のか、これ、教えていただけたら、どんな内容、

76万9,000円も計上されていますが。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 扶助費の法外援護ということです

が、こちらの内容としましては、交通費、行旅中

に交通費がなくなってしまって、自宅まで戻れな

いという方に対して扶助しているものになります

が、現物給付で切符と、あとは食料として、アキ

モトのパンの缶詰を支給しております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 そうすると、単価、１人当たりどのく

らいになっていますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 単価としては700円程度となって

おります。 

○髙久委員 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 福祉相談支援システムの導入費用を教

えてください。 

○齊藤委員長 係長。 

○小田地域共生係長 こちらのシステムでございま

すが、まずは初期費用といたしまして80万円を計

上させていただいておりまして、その後のサポー

ト料ということで237万6,000円を計上させていた

だいております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そうしますと、サポートの部分という

ので、半年とか、例えば１年とか、そういう部分

で改修とかシステムの部分のトラブル対応とか合

わせて、年間の費用というような認識でよろしい

でしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○小田地域共生係長 サポート料と申し上げました

が、訂正させていただきまして、こちらは使用料

になりまして、申し訳ございません。 

○益子委員 了解いたしました。ありがとうござい

ました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 



－118－ 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないもの認め、質疑を終了と

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 平成３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  社会福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０７分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから高齢福祉課の審査に入

ります。担当課の皆さんお疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２８号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第28号 那須塩原市

介護保険条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 （議案第28号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○中里副委員長 私のほうから１点だけ伺いたいと

思います。 

  介護保険料の段階をより細分化した理由等をお

伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 今回の区分の細分化につきま

しては、きっかけとなったのは、税制改正で令和

２年度分からの給与所得控除、公的年金等控除の

控除額の一律10万円が適用となります。こちらが

令和３年度の保険料に影響が生じないように、ま

た現行の所得段階区分が変わらないよう措置を行

うということといたしました。 

  細分化後、各段階の基準所得金額、あるいはそ

の基準額の割合を変更しまして、それぞれの所得

水準に応じた保険料となるよう配慮することとい

たしました。併せて、今後の保険料の見直し、設

定が３年ごとに行うことになりますので、中長期
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的な財政運営のそちらの計画の見通しがしやすい

環境を整備する必要があると判断して改正をした

ものでございます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第28号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 御異議がないものと認めます。 

  よって、議案第28号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第38号 第８期那須

塩原市高齢者福祉計画についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 （議案第38号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 後のほうで、計画のほうで、介護保

険料を値上げしないで現行どおりいくと。財政調

整基金を使ってというお話でありました。そうす

ると、財政調整基金約12億円ぐらいということで

す。これについては、幾らなんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 取り崩した時点では、約14億

円ほどございました。そこから今回一部取り崩し

て約２億4,000万円と、取り崩しております。で

すから11億ほど今基金が残っている状態となりま

す。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 これからちょっとどんな形で進めてい

くのかというをもしあれば、お願いします。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 現在市内10生活圏域の中で８

つの包括支援センターで見てもらっているところ

でございますけれども、地域の人口構成であると

か、大分取組方がそれぞれ違ってきております。

今回それを統一するということではないんですが、

それぞれの地域の特性を生かしたネットワークで

あったりとかそういったものは、それも生かして

いきたいというふうには考えてございます。ただ、
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共通すべきことですね。そういったところの情報

交換であるとか、ある程度の対応方針であるとか

というところは、やはり主として、一本として考

えていかなければならないなというふうには思っ

ておりますので、基幹型の包括支援センター、こ

ちらがその役割を担っていければというふうに思

っております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 今の地域で取組が違うというお話があ

って、具体的にはどんな内容ですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 それぞれの地域の中にありま

す、いわゆる資源ですね、いろいろ医療機関であ

るとか事業者であったりとか、あるいは地域住民

による活動であったりとかいうところがあるんで

すけれども、そういったところである程度スムー

ズに医療機関、あるいは介護サービスそういった

ものにつなげる地域と、あと生活圏域をまたがっ

てつないでいくというようところがございます。

そちらが大きなところかなというふうに考えてお

ります。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 そういうのを全体に見ると、バランス

よくという形の今回やっていくというイメージで

いいんでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 一番は、やっぱり医療であっ

たり、介護サービスであったり、切れることなく

提供できる体制というところが一番の目標でござ

いまして、そこがスムーズにつなげる、そういっ

た地域支援とのつながり、その構築が一番大切か

というふうには思っております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 改革の３つの柱のうちの介護現場の人

材の確保という部分があると思うんですが、この

ことに関して市のほうでは、具体的にはどのよう

な取組をされる予定なのか、お伺いします。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 介護人材の確保ということな

んですが、予算執行計画書の72ページ御覧くださ

い。 

  議会の一般質問でもお答えしているように、地

域医療介護総合確保事業ということで、介護入門

研修というのを今年から始めているところでござ

います。なかなか確かに介護現場に介護士が集ま

らなくて、事業所が開けないというような問題が

ありますので、市のほうで、人材確保してそこに

あてがうというのは、ちょっとできないんで、一

般の市民の方から新しく介護職についていただけ

る方を探していこうということで、今年から入門

講座始めて20人の受講者がいたところでございま

す。 

  そんな形で介護職を増やしていこうかなという

ことで対策は考えているところでございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 部長からお答えいただきました。 

  研修でもいろいろ働きかけたりですとかそうい

ったことで、やはりこの部分、こちらに書いてあ

りますとおり、肝になる部分ですので、事業者が

せっかく開いていっても人材がなくて、また離職

されたりですとか、なかなか体制が厳しいという

ことでなり手がなかったりとかそういったことも

あると思いますので、本計画を十分周知しながら、

連携を取りながらやっていただいてという思いな

んですが、そういったような認識でよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔「発言する人なし〕 
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○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  田村委員。 

○田村委員 意見をちょっと言わせていただければ。 

  先ほどの障害者福祉計画でもおっしゃいました

けれども、この計画の基となっているアンケート

調査の実施の時期が令和２年３月ということで、

今から１年前なので、恐らく１年後にまたもし同

じような調査をしたら、多分全然違う結果が出て

いるんではないかというふうに思います。 

  だから、この計画の期間中にぜひ再調査をして

計画の見直し、変更をしていただければというふ

うに思います。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔「発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第38号 第８期那須塩原市高齢者福祉計画

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第38号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○中里副委員長 まず、71ページの高齢者自立対

策・生活支援費についてでございます。 

  この中の扶助費の中に高齢者外出支援タクシー

利用券給付というのがあるんですけれども、前年

度の委員会のときに、例えば駅に近い人はタクシ

ー券がすぐなくならないけれども、郊外の人はす

ぐなくなってしまうんだということで、この委員

会の中で申し上げたと思うんですけれども、令和

３年度の当初予算においては、こういったところ

について考慮というか、そういった部分を考えた

予算となっているのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 そういった地域的なもの

という形は、検討事項として御意見をいただいて

いた中で、いろいろと、地域公共交通等との関係

も検討を重ねていった状況はあるんですけれども、
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実際なかなか、何km圏内というような、シミュレ

ーションもいろいろと行ってはみたんですが、な

かなかやはり皆様が了解できるような状況まで、

ちょっと落とし込むことがまだ今のところできて

いない状況です。 

  それで、こちらの予算につきましては昨年度と

同様の形での交付を行うという形で計上させてい

ただいております。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 続きまして、86ページの新型コロ

ナウイルス感染症対策費についてですけれども、

ここの高齢者施設等従事者・新規入所向けＰＣＲ

検査、これ何名程度見込んでいるのかお伺いいた

します。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 こちらにつきましては、まず

新規入所者へのＰＣＲ検査というところで、一月

100人、施設等従事者へのＰＣＲ検査として一月

700人でございます。 

○中里副委員長 すみません。延べ人数は何名でし

ょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○高塩高齢福祉課長 すみませんでした。 

  新規入所者延べ1,200人、それと、施設等の従

事者、こちらは8,400人、合わせて9,600人分とい

うことになります。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 72ページになります。 

  ４つ目のシルバー人材センターの支援費で、運

営費の補助金の率を見直したというふうに説明い

ただいたんですが、その理由と、どういうふうに

率を下げたのか教えてください。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 こちらは市の単独補助金

の見直しの中で、ちょっと他の市町村に比べてど

うなんだというような御意見が出ておりまして、

若干、やはり那須塩原市は多めの交付をしていた

ような状況が分かりまして、その中で、シルバー

人材センターの職員の給料のほうに率を掛けて、

出していたんですけれども、やはり少し出し過ぎ

だという御意見のある中で、実際にシルバーと協

議を重ねていった中で、臨時職員分の給与に対す

る率、今まで３分の１だったものを、それを少し

下げていただいて５分の１にしていただいた中で、

若干の減額という形で今回予算計上してあるもの

です。 

  将来的にうちはまだ、それでも高い水準なので、

さらにシルバーのほうと、運営ができなくなるよ

うな状況があるといけないので、そういったもの

を考慮しながら、他市町村と同じようなレベルの

部分まで補助金のほうも協議のほうは続けていき

たいと考えているところです。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、実際のところ、人件費

が減っているということではないというふうに理

解してよろしいんですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○高久高齢福祉課長補佐 シルバーも法人という形

になりますので、そこの部分までは下げなさいと

いう形で市のほうで言うことはできませんので、

市のほうとしては補助金の額の検討ができるのか

なというところは考えております。 

○山本委員 了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご
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ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第13号 令和３年

度那須塩原市介護保険特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○高塩高齢福祉課長 （議案第13号について説明。） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

  ここで昼食のため暫時休憩といたします。会議

の再開を１時15分にしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

休憩 午後 零時３０分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 それでは、説明していただきました。

質疑のところは、203ページ。 

  ２款の保険給付費84億1,278万9,000円、ここの

ところなんですが、給付の内訳がしっかりされて

いないのではないかと、入所待機者234人と聞い

ています。質問で申しましたが、その中で今ある

施設とか空いている施設とか、そういったものを

利用して、極力ある施設を活用して、今できる対

応をしているということなんですが、それでいい

んでしょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 今ある施設での対応でよろし

いのかということなんですが、基本的にはそのよ

うな考えです。 

  あと、補足するのであれば、待機者につきまし

ては、今、介護保険外の施設も多数できていると

ころでございます。具体的に申し上げますと、サ

ービス付高齢者住宅とか有料老人ホームとか、そ

ういったものもできておりますので、そういった

ものも活用ができれば、活用というか、そういっ

たところもありますので、そのような考えでござ

います。 

○齊藤委員長 髙久委員。 
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○髙久委員 いわゆるサ高住というものの活用も考

えていただくということだと思いますが、介護保

険は介護認定された方は使えるよという約束でつ

くった保険です。ぜひ約束した保険サービスを提

供していく、そういう姿勢を、さらに強めていっ

ていただきたいと思います。 

  その中で、ずっと那須塩原でも介護保険の問題

ここだよということで、私やってきました。その

中で、要介護３以下の人は施設入所できないとい

う制限が途中で加えられました。これ３年くらい

前ですよね。 

  そのときに、 初、入所は１、２の人もできる

という答弁をもらっていたんですが、実際には入

所した人はゼロだったと、その後、君島市長にな

っても入所できない方がやっぱり10人前後いたと、

終的には入所できないので、それに代わるサー

ビスを提供したというのが答えだったんですよね。 

  この間の部長の答弁は７人いたという話なので、

確認なんですが、この７人の給付に関しては、施

設に入所したということでよろしいんですか。代

わりのサービスを提供したということではなくて。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 代わりのサービスではなくて、

施設入所ということであります。 

○髙久委員 施設入所したということで了承しまし

た。 

  国のほうはどんどん利用できないように制度を

狭めていっています。自治体でできることをとに

かく、そういうところをしっかり踏ん張っていた

だきたいと思っています。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 206ページ、３款の地域支援事業費で

すが、第１号通所事業、2001事業についてお伺い

いたします。 

  通所型サービスのほうにＡとＢ、Ｃとあるんで

すが、それぞれの違いをちょっとお伺いいたしま

す。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 Ａ、Ｂ、Ｃということで、

こちら国の施策に基づいてやっているものでして、

Ａにつきましては、介護予防サービスというもの

と、それから支援サービス、ヘルパーとデイ・サ

ービスというもの、Ｂにつきましては来年度から

始まる予定でして、こちらは地域住民が主体とな

ってやるもの、例えば自治会でもいいだろうし、

ＮＰＯ社会福祉法人が、高齢者にとって身近な地

域の人がサービス、ちょっとした困り事、例えば

体操とかの介護予防といったものをやるのがサー

ビスＢで、Ｃというのがリハビリテーション専門

職ということで、作業療法士さんとかそういった

方が短期集中的に身体状況をよくするということ

で、３か月というのを限度にするものということ

で、まだちょっと訪問はないんですけれども、今、

通所ということで、３か月間で集中的にやるサー

ビスということで、それがＡ、Ｂ、Ｃというよう

な内容になっております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 通所のＢということになると、来年度

からということですが、このサービスＢを住民と

か身近な方が主体ということであったんですが、

これを行いたいというような方が出た場合の、例

えば申請の要件ですとか、そういったものはおあ

りなんでしょうか。お伺いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 要件としましては、１年以

上活動実績がある、あとは地域を拠点として活動

していること、あと、介護予防サポーター養成講

座を受講していることということではあるんです

けれども、実際には身近な地域でそういった団体
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をより多くしていただきたいというのがあります

ので、１年以上の活動実績につきましては、計画

書を出すときに、例えば事業をやるよということ

が、定款だったりとか内容とかというので分かれ

ば認めていきたいと。 

  あと、介護予防サポーター養成講座につきまし

ては、毎月とか定期的にやっているわけではなく

て、年に１回、２回ということになりますので、

その場合には、その年度中に受けるということを

条件に、なるべく多くの方に申請していただきた

いというふうに考えております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。 

  そうしますと、さらに伺いたいんですが、例え

ばサービス事業審査時で、１年以上とかいろいろ

あると思うんですが、１事業体というか自治体と

いうか、その方たちが、例えば介護とかそういう

のされる方いますよね。その方たちが例えば１グ

ループに何名とかそういったものとか、そういっ

た縛り的なものはあるんでしょうか。特にそうい

うのはないんでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 通常、地域住民が行う通い

の場ということで、２時間以上、体操を２時間以

上やれと言っているわけじゃないんですけれども、

そこでお茶飲んだりとかしてそういう場をつくる

ということでありまして、人数は、要支援者とい

うことと、あとは25項目のチェックを受けた基本

チェックリストの該当者ということで、この方が

９名いれば補助金を出しますよと、10名以上の場

合には、また上乗せがありますよということで、

ただ、それは補助金の算定でありまして、通える

場にはどなたでも、例えば元気な高齢者でも若い

方でも誰でもいいよというようなことで、制限の

ほうは設けてはございません。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 すばらしい取組なんだなと思って伺っ

ていますが、この部分、周知などの対策はどのよ

うに考えていらっしゃいますか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 今度の４月20日の広報のほ

うでお知らせをする予定と、あとは３月末にある

集団指導の中でも通知のほう出したいというのと、

あと、やはりこういった住民主体でやる活動につ

いては、直接語りかけていかないと、なかなか続

かないところがありますので、地域包括支援セン

ター、それと社会福祉協議会で行っている地域住

民助け合い事業の中で、自治会に出向いていきな

がら働きかけていきたいというふうに考えていま

す。 

○益子委員 了解いたしました。 

○齊藤委員長 そのほか、ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のことなんですが、今、駅前サロン

ありますよね。それは健康な高齢者ということな

んですが、このサービスは要介護ということで健

康ではないという意味ですか。微妙なところなん

ですが、そこら辺の違いというのをどういうふう

に捉えればいいでしょうか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 駅前サロンは、元気な高齢

者も含めてということで、自治会とか老人クラブ

とかというところで行うものというようになって

いまして、基本としては、その中で介護予防に特

化するというところで、ちょっと状態が低下した

方、悪くなった方とかという方をよくするために、

そういった体操にちょっと特化、必ず条件にしま

して、特化した形で体力をつくろうというような、

そういったような内容になっております。 

○齊藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 駅前サロンは時々みたりしているんで

すが、できるだけ外に出てもらうということで、

何ていうんですか、年を取って高齢者になった方

が通えるような形を、よく自治会なんかはやって

いるんですが、これも先ほど、地域住民主体とい

うと、やっぱり自治会単位というのはありかなと

思ったりします。 

  そこら辺をなかなか、初めてなので、まだあれ

なんですが、自治会のほうもいろんなものをして

くださいねというのが増えると大変なところがあ

るし、ただ人だけ集めてお金もらえばいいかとい

うこともないでしょうし、すごく軌道に乗るまで

は難しいのではないかなと思うんですが、何かど

こかうまくいっているモデルとかそういうものを

見て始めるんですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 確かに委員おっしゃるとお

り、ほかの自治体でもこの住民主体なんかのサー

ビスＢといわれるものは、なかなか難しいところ

がありまして、ほかの自治体も当然、参考にはし

てあるんですが、小山市は送迎サービスというも

のを地域住民主体でやっていただいているという

のはあるんですけれども、うちも何とか進めてい

きたいというのがありまして、自治会長さんと話

し合ったりとか、あとは既に自治会というとやっ

ぱり人が減ってしまうので、自治会の中でも有志

ではないですけれども、既にサービスをやってい

らっしゃる方というのがおりますので、そういっ

た意見を聞いて、どんなものが必要なのか、どう

いったらやりやすいのかというのを聞きまして、

なるべく申請のほうも簡素化するというような形

で進めていっておりまして、何か所かからは、ち

ょっとやってみたいというような声も自治会と、

あと一応カフェなんかもやりたいなというような

ところが、ちょっと数件出てきているところで、

実際申請してみてというところ、まだこれからな

んですけれども、一応そういったものは参考にし

ながら制度のほうはつくっているところでござい

ます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 何でも大変だとは思いますが、この通

所型と訪問型で30万円ずつの予算が出ているんで

すが、これは何か所を見込んでの予算なのか教え

てください。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 やはり委員がおっしゃった

ように、なかなか住民主体は難しいということで、

ちょっと消極的ではあるんですけれども、１団体

いれば10万円ということで、それぞれ３団体、通

所３団体、訪問３団体ということで考えておりま

す。 

○山本委員 了解しました。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 私のほうも１点、209ページ、上

から２つ目の認知症総合支援事業について、令和

２年度と比較しまして約90％程度削減しているん

ですけれども、これは認知症初期集中支援チーム

などの専門職を減らしたのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 おっしゃられるとおりです。 

  減らしたということなんですけれども、実は住

民の方と協議をしまして、実際には地域包括支援

センターがもう既に地域とネットワークを構築し

ておりまして、お医者さんとか、あとはケアマネ

ジャー、訪問看護ステーションとかというふうに

つながっていますので、そういったところで実際

には支援につないでいるというところで、初期集

中支援チームが、医者と専門職が集まらなくとも

支援につないでいるというところから、実態に合

わせて体制のほうも見直しをしました。 
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  それによりまして、報償費のほうは発生しなく

なったということで、今は医者のみの報償費とい

う形で、大分削減させていただいたものとなって

おります。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 では、確認ですけれども、削減の

影響はないという認識でよろしいですか。 

○齊藤委員長 係長。 

○若目田地域支援係長 ないということで、なかな

かちょっと難しいところもあるんですけれども、

そういった相談があった場合には、地域包括支援

センターとうちと連携しながら、やはり早期に医

師に見てもらわなくちゃならないというところで、

そこは連携を取りながら速やかにしているところ

ではございますが、ただ、高齢時代という中で、

高齢者も増えている、その中で認知症の方も増え

ているというので、今年も本当、認知の方という

相談がかなり多くなってきまして、そういった相

談があった場合には、包括班と連携して速やかに

つないでいるというようなところです。 

  ただ、潜在的には、やっぱり認知症の方という

のでまだ家族さんも言いたくないとかというのも

ありますので、本当はそういった掘り起こしとい

うのが大切だと思うんですけれども、なかなかそ

こまでは手が回らないということもありまして、

そんな状況になっております。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 210ページの５款基金積立金、８万

8,000円と計上されていますが、介護保険の財調

12億ぐらいあって、２億300万ほど取り崩したと

いうことで、こういった分があるので、まだ11億

ちょっとあるということなんですけれども、昨日、

途中まで話した件なんですが、この財調を使って

何か計画とか、何かするという考えがあるのか、

このまま取っておくのか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 財政調整基金の今後の使い道

ということだと思いますが、今後も同じく、安定

的な保険料を維持するために活用していくという

ことで考えております。 

  具体的には、今、2021年です。2025年、団塊の

世代の方が全て75歳以上になるということになっ

てきますと、65歳から介護保険は基本的に使える

ことになってくるんですけれども、65歳から74歳

までの方が比較的そんなに介護保険は使っていな

いということなんですけれども、75歳以上になる

と、やはり使ってくる方が多くなってくるという

ことで、2025年から後期高齢者はどっと、今も増

えている状況ですけれども、どっと増えてくると

いうことでございますので、2025年になりますと、

そうすると給付費のほうが大分増えてきますので、

給付費が単純に増えますと保険料を上げなくては

ならないという話になってくるんですが、その保

険料をぐっとすぐ上げると混乱を来しますので、

保険料をなるべく安定させるために基金を活用し

ていくというのが、基本的な考えであります。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 財政調整基金なんですけれども、30年

に10億4,000万、そして、元年度に11億9,000万と

積み上がってきたんですよね。 

  恐らくこういう金額を持っているのは那須塩原

だけぐらいかなと私思っているんですが、これか

らの人のために備蓄をしておくというのも、もち

ろん大切なんですが、ただ、積んだ人たちが使え

ないという面も出てくるんですよね。そういうと

ころの公平性とかはどんなふうに考えているんで

すか。 

○齊藤委員長 部長。 
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○田代保健福祉部長 公平性をどう考えているのか

ということでございますが、やはり保険料を上げ

ないことが、やはり公平性なのかなと、保険料を

安定させることが公平性なのかなということで考

えております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 ちょっと私のほうも、今困っている人

たちがたくさんいます。どうしても給付の問題で、

この認定が低く出ると、これは国のほうのそうい

う仕組みの中でということになっているんですが、

やっぱり使いたい人がちゃんと使えるような、そ

ういう仕組みというか、国の仕組みがあるんです

が、限定された中と、その中で自治体がどういう

取組をしていくかというのも相当求められている

んだと思うんですが、そういうのがありましたら

聞かせていただきたい。 

○齊藤委員長 部長、お願いします。 

○田代保健福祉部長 やはり国の決まりというのが

あるので、枠を超えることはなかなか難しいとい

うところはあるんですが、 大限、やはり使える

ものは当然使っていただくという方針でおります

ので、そのような努力は 大限していきたいとい

うことで考えております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 介護保険について聞かせていただきま

した。 

  やっぱり那須塩原市の介護保険にちなむ問題は、

入所対象者が234人ということだと思います。今

後、那須塩原市で入所に向けた対策、いろいろや

っているというのは聞かせていただきました。評

価したいと思います。 

  やっぱり介護保険で不足した保険内容、給付す

べきという点ではやっぱり追いつかないのかなと

いう感じがします。そういうことで、この介護保

険特別会計については反対いたします。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 それでは、異議がございましたので、

挙手により採決をいたします。 

  議案第13号 令和３年度那須塩原市介護保険特

別会計予算を原案の通り可決すべきものとするこ

とに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○齊藤委員長 はい、ありがとうございます。 

  挙手多数と認めます。 

  よって、議案第13号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  高齢福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時４７分 
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○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、国保年金課の審査に

入ります。 

  国保年金課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２６号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 それでは、議案第26号 那須塩原市

国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第26号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○中里副委員長 私のほうから１点ほどお聞かせく

ださい。 

  引上げ額が７万円ということで、メリットとし

て考えられるとするならば低所得あるいは中間層

の軽減を図るということだと思うんですけれども、

７万円の引上げに至った背景など伺えればと思う

んですが。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 令和２年12月に栃木県保健福

祉部国保医療課から助言がございまして、国保税

の賦課限度額について地方税法施行令に定める限

度と差が大きいことから、賦課限度額の引上げに

ついて検討をお願いする旨の助言があったことが

大きなきっかけでございます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 この７万円というのも、市が検討

した７万円という、金額も算定した、積算したと

いう考え方でよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 国の賦課限度額の上限が63万

円ですけれども、一気に令和２年度の国の賦課限

度額を上げますと、高所得者の納税意欲を低下さ

せるおそれがあります。改正案では限度額を61万

円として、対象となる１世帯当たり負担額が 大

７万円となりますので、国保税の納期８期ありま

す。１回当たり１万円弱の負担増でありますので、

理解を得られると考えております。 

  以上でございます。 

○中里副委員長 分かりました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 いまのその７万円になる対象世帯とい

うか、人数はどのくらいの世帯になりますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 改正しますと、令和２年度の

試算なんですけれども、414世帯となります。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第26号 那須塩原市国民健康保険税条例の

一部改正については、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第26号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 73ページ、先ほど御説明があったと思

うんですが、システムの改修、この内容をお伺い

いたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 こちらは、税制改正に伴う改

修業務委託でございまして、平成30年度税制改正

とか、令和２年度税制改正、あと、年金生活者支

援給付金のシステムの改修費用となっております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の説明、質疑、討

論、採決 
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○齊藤委員長 続きまして、議案第11号 令和３年

度那須塩原市国民健康保険特別会計予算を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第11号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 資格証及び短期証の発行世帯数を伺う。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 資格証の発行枚数ですけれど

も、令和３年の３月１日現在では96世帯で、短期

証の発行数、やはりこれも令和３年３月１日現在

で233世帯となっています。 

  令和元年度につきましては、令和２年２月29日

現在の数字となりますが、資格者証については

212世帯で、短期証につきましては322世帯となっ

ております。 

○齊藤委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  副委員長。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 減収を大幅に見込んでいるという

部分の中で、給付事業をはじめとした国保事業全

体の影響がちょっと気になるところなんですけれ

ども、そのあたりの影響について、見解を伺いた

いと思います。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 歳入については多分おっしゃ

るとおり減ってくるのかなということは予想され

るんですが、給付につきましては、歳出のほうに

つきましては、例年どおり行ってはいく予定でご

ざいます。 

  その財源不足については、財政調整基金等がご

ざいますので、それで柔軟に対応していくという

ことで、サービスは下げることはないということ

で考えております。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 184ページ、２款５項葬祭費、1,250万

計上されています。葬祭費、国民健康保険に入っ

ていると、１人亡くなって、葬式になると５万円

が出るということで、計上額で５で割ってみたら

250人ということですが、那須塩原市の国保加入

者で亡くなる方というのはこのぐらいなんですか。

もっと多いのかな。 

○齊藤委員長 積算の根拠ですね。 

  課長。 

○松村国保年金課長 昨年度も250件を計上してお

りまして、今年度につきましても去年のその件数

であったということで同じ件数を計上しておりま

す。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 間に合ったということなんだと思いま

すが、取りに来ない方というのはどのくらいいる

んでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 ここで数字は把握しておりま

せん。 

○髙久委員 その来ない人の話なんですが、どのく
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らい来ないとどういうふうになるんですか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 ２年で時効になります。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 では、いっぱい時効ですか。 

  100％来ているんですか、来ていないんですか。

それとも葉書で案内を出していたと思うんですが、

そういう対策はしているのかどうなのか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 申請が出されていない方につ

いては、後ほど葉書でという、勧奨通知と一緒に

出しております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 窓口で尋ねたところ、葉書出していな

いみたいな話が出たんですが。来ていない人には

出しているんですか。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮課長補佐兼管理係長 葉書は後期高齢者医

療のほうにありまして、国保につきましては、も

う時効近くなったときに手紙で案内を出させてい

ただいています。 

  ただ、すみません、葬祭費につきましては、ど

なたが葬祭を行ったかというところが分からない

部分がございますので、ちょっと案内ができない

方も中にはいらっしゃいます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 割と知っている方が少ないんで、啓発

が足りないのかなと私思っているものですから。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮課長補佐兼管理係長 通常、死亡届を出さ

れた場合は市民課のほうの窓口になるかと思うん

ですが、その際に、「死亡届を出された方へ」と

いう一覧がございまして、死亡届を出された後の

必要手続についてまとめた一覧がございます。そ

の中に申請案内、葬祭費についても記載されてお

ります。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 改めて葉書ということではない。 

○齊藤委員長 補佐。 

○二ノ宮課長補佐兼管理係長 改めて葉書ではない

です。もう 初に死亡届を出されたときにもう全

ての方、国保だろうが社会保険だろうが何も確認

せずに全ての方にその御案内の一覧を配布してい

るので、その中にもう既に手続案内が示されてい

るんですね。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 186ページ、５款１項基金積立金、25

万5,000円があるんですけれども、那須塩原市国

民健康保険の財政調整基金がずっとたまっていま

して、私、９月決算で約23億ぐらいあったと思う

んですが、当初予算の財政調整基金の現額、どの

くらいなものか聞かせてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 現在額だと約22億9,906万円

となっております。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 この22億9,906万円、これもやっぱり

ほかの自治体から見ると多いということで、この

使い道を聞かせていただきたいと思います。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 こちらにつきましては、平成

30年度の制度改革によりまして、基金について県

への納付金を納める財源として保有しております。 

  納付金につきましては、新制度移行に当たって、

激変緩和措置としまして、国が大規模な公費の投

入を行い、納付金の軽減を図っておりました。 

  本市は県内でも軽減率が高く、令和２年度は

104億5,000万円が軽減されております。 

  しかしながら、国はこの激変緩和措置を段階的
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に廃止するとしております。現在はまだいつ廃止

するかは未定でございます。 

  さらに、国保を取り巻く状況につきましては、

加入者や高齢者の医療技術の高度化によりまして、

減となっており、さらに収入減としましては、国

保税でございますが、被保険者数の減少などによ

りまして、昨年に比べまして9,600万円ほどの減

となって、極めて厳しい状況となっております。 

  このことに加え、新型コロナウイルス感染症の

影響は無視できないと思われます。 

  こうしたことから、市は軽減措置がある間にで

きるだけ体力を蓄えて、廃止措置後においても基

金を計画的に活用することで、被保険者の急激な

負担増とならないよう財政運営を図りたいと考え

ております。 

  今後は、国・県の動向や医療費の推移、税収の

推移などについて慎重に分析を行い、本市にとっ

て適切な税率、基金残額等について検討してまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 先ほどの介護保険とほぼ同じような内

容で、今後の市民の支払い能力に応じて、基金を

計画的に使いながら、対応していくということだ

と思いますが、それにしてもやっぱりこれ、ため

過ぎたなという感じ、私はしているんですけれど

も。やっぱり先ほど言われた医療費の高騰という

のがあるんだと思うんですが、やっぱりこれ、23

億というのは多過ぎるんじゃないかと思います、

これ。 

  那須塩原市、合併して収納率が上がって、これ

以上たまるとよろしくないというんで、阿久津市

長のときに２番目の国保の引下げやったんですよ

ね。そのときが24億なんですよね。だから、これ、

ほかの自治体と比べて１人当たりにすると那須塩

原市加入者８万円前後になるというふうに私計算

しているんですが、隣の那須町は何と２人で65円

ぐらい、大田原市でも１万四、五千しかないと、

１人当たりにすると。あとは 少の野木町は１人

８円ぐらいしかないと。でもちゃんとやっていけ

ると。 

  やっぱり保険料ため込み過ぎ、ただためておく

というんではなくて、やっぱり市民に還元すべき

じゃないでしょうか。保険料を値下げるという方

向に持っていくべきだと私は考えますがどうでし

ょうか。 

○齊藤委員長 部長。 

○田代保健福祉部長 基金を活用して、保険料を下

げたほうがいいんじゃないかということでござい

ますが、一つの方法としてはそういう選択肢もあ

るかと思います。 

  ただ、今後の財政見通しをシミュレーションし

てみますと、実質収支がこれから赤字になってい

くということが見通しが立てられております。そ

の赤字になっていくということは、一旦下げるこ

ともできるんですけれども、そうすると、また赤

字になっていくと、また保険料を上げなくてなら

ないということになりますので、下げて上げると

いうような保険料の扱いはよろしくないのかなと。

やはり介護保険と同じように安定的に、できれば

同じぐらいで保険料をずっと継続的にさせること

が大切だと考えまして、基金は将来のための赤字

補塡分ということで活用していくという考えでご

ざいます。 

  加えますと、国保の人数が減って、しかも１人

当たりの医療費がだんだん、医療費の高度化で、

１人の単価が高くなってくるということが赤字の

原因なのかなということで考えております。 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点、あるいは委員
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からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 国民健康保険の資格証発行数で、栃木

県全国で10年間は１位だったんですけれども、国

保、２位になったと、栃木県全体がそういう方向、

そういう中で那須塩原市は昨年までのですと５位

から４位になったと。県内では順位が上がってし

まったという状況があります。やっぱり給付と支

払いという負担のと、給付費という問題の中で、

市民負担を減らしていくべきではないか。 

  適宜、適宜、適応して、国民とか市民の健康を

守っていくという方向に進めるべきだと思って、

この予算には反対いたします。 

○齊藤委員長 そのほか、討論はございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 国保の財政を運営する市として、安定

的な運用、検討、あと、先ほどの説明もありまし

たとおり、国・県などの今後の状況を見て、また、

負担者の今後急激な負担増にならないような方向

で検討されていますので、私はこの議案に対して

賛成いたします。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、挙手により採決

いたします。 

  議案第11号 令和３年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算を原案のとおり可決すべきものと

することに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○齊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第12号 令和３年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松村国保年金課長 （議案第12号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○中里副委員長 190ページ、下から２段目の後期

高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金と

いうものから令和２年度と比較しますと80％以上

の減を予算で見立てているんですけれども、理由

があれば教えてください。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 こちらについては、去年まで

ありました２項６目特区交付金が廃止されて、そ

れらが計上されております。 

○齊藤委員長 副委員長。 
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○中里副委員長 了解しました。 

  そうしますと、高齢者の健康づくりを推進する

事業、こちらのほうにちょっと影響があるのかな

というふうに気になっているんですけれども、い

かがでしょうか。 

○齊藤委員長 課長。 

○松村国保年金課長 こちらについては、２款５項

５目で後期高齢者医療広域連合への健康診査等受

託料ということで、人間ドック費用をこちらに計

上されておりますので、問題はないかと思ってお

ります。 

○中里副委員長 はい、分かりました。了解です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了して

もよろしいでしょうか。 

  質疑を終了することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第12号 令和３年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３４分 

 

再開 午後 ２時５１分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから健康増進課の審査に入

ります。担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 健康増進課につきましては、福祉教

育常任委員会に対する付託案件がありませんので、

予算常任委員会第二分科会に切り替え審査を行い

ます。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明ありがとうございました。 

  それでは、質疑を許します。 

  益子委員。 

○益子委員 83ページ、保健衛生総務費2001事業に

ついてお伺いします。 

  この中で、那須地区夜間急患の事業、先ほどの
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課長の説明の中にもあったと思うんですが、夜間

の利用が少なくなったというようなお話でござい

ましたが、その要因など分かりましたら教えてい

ただきたいと思います。 

○齊藤委員長 課長。 

○江連健康増進課長 やはりこのコロナ禍というと

ころがございまして、受診控えに若干、それも影

響があるのかなと思ってございます。 

  数値でお示ししますと、平成29年度が4,103人、

平成30年度が3,997人というところで106人減って

ございます。また、令和元年度は3,637人という

ことで、さらに前年度から360人減っているとい

うような内容でございます。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 かなり減っているんだなというのが実

感として思いました。 

  この中で、例えばコロナの影響ということが関

係性があるということで課長からお伝えいただい

たんですが、十分コロナ対策は病院なんかもされ

ていると思うんですが、それらを踏まえて、例え

ば患者さんが減少しているに当たって何か対応な

どを考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

○齊藤委員長 課長。 

○江連健康増進課長 当然、コロナ対策というとこ

ろではしているところなんですが、歳入がどうし

ても、患者さんが減るということで少なくなりま

す。やはり歳出のほうをどうにか減らせないかと

いうところで、インフルエンザとかそういった季

節においては、職員を２人ずつ配置しているとこ

ろをそれ以外のときには人数を減らしたりという

ような努力もしているところでございます。 

○齊藤委員長 副委員長。 

○中里副委員長 私のほうから１点だけ。 

  88ページから89ページにかけての妊産婦・乳幼

児保健費についてです。扶助費についてなんです

けれども、昨年度と比較しますと約130万円ほど

減額しているんですけれども、理由を教えていた

だけますか。 

○齊藤委員長 課長。 

○江連健康増進課長 先ほども若干御説明の中でお

話ししましたように、やはりお子さんの数が減っ

ているというところで対象人数が減っているとい

うようなところが一番大きな要因となっているの

ではないかというふうに思っております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の説明、質疑、討

論、採決 
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○齊藤委員長 それでは、続きまして、議案第11号 

令和３年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （議案第11号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第11号 令和３年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 続きまして、議案第12号 令和３年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○江連健康増進課長 （議案第12号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

○齊藤委員長 質疑がないようですので、終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第12号 令和３年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時２２分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会
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を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎新型コロナウイルス感染症対策

室の審査 

○齊藤委員長 ただいまから新型コロナウイルス感

染症対策室の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 新型コロナウイルス感染症対策室に

ついては、福祉教育常任委員会に対する付託案件

がありませんので、予算常任委員会第二分科会に

切り替え審査を行います。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明をお願いいたします。 

  室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 （議案

第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 86ページの医師・看護師等の謝礼とい

うところを伺いたいんですが、こちらは何名分を

想定されているんでしょうか。 

○齊藤委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 こちら

は、１人当たり接種するのに2,070円、国から来

るということになっています。それが前提ですけ

れども、人数的には当時の試算でございますが、

９万6,595件ということで積算はしてございます。

10万弱です。 

○齊藤委員長 医師、看護師、同じですか。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 これは

2,070円というのが１人当たり2,070円、国から来

るんですね。それはお医者さんに全部払われます。

2,070円、１人当たり。それは看護師さんにもお

医者さんにも、取り分が合わさっている形に。１

人当たり接種するのに国のほうでは2,070円を負

担しますということになってございます。それは

お医者さんが、１人につき、打てば2,070円入っ

てくるんですね。それを病院として受け取ります

ので、それを病院として看護師さんにも報酬とし

て分けるでしょうし、その取り分は、私どもはち

ょっと分からないですけれども、そういうような

のが基本になります、考え方として。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、お医者さんと看護師さ

んがセットでやってくるんですか。つまり同じと

ころに勤めているクリニックから、お二人で１日

いらっしゃって、１人に打つと2,070円、例えば

10人だったら２万700円で、それを２人で案分す

ると、そんな感じなんでしょうか。 

○齊藤委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 集団接

種方式の考え方というのがありました。それは今

山本委員のほうからあったように、会場に来てい

ただいてやった場合の考え方なんです。もう一つ、

個別接種、これは病院に、よくインフルエンザを

打たれますよね。そうすると、そのインフルエン

ザの経費が支払われる。それは病院の取り分とし

て入ってきますので、それはどう分配するかは分

からない。２つに分かれているんですね。 

  今御質問があったのは、個別接種、いわゆる委

託料のほうで御質問あったので、そういうお答え
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をしました。 

  もう一つの考え方、集団接種については、その

考え方はベースにはあるんですが、１日、会場の

ほうに来ていただいて、おおむね１時間半で70人

ほど接種していただくというのを考えています。

それに対して、お医者さんが70人に打つ作業に対

しての報酬というのがありまして、それは今のと

ころ５万5,000円ということで考えております。

それと看護師さんについては、１万4,000円で今

のところ調整はしているというところでございま

すので、70人打てば、仮に単純に計算すると、病

院で70人打てば15万円ぐらいになるんでしょうか

ね。それを10万弱になりますが、それを病院のほ

うで分けたりするわけですけれども、集団接種の

場合はそういう考え方ではなくて、来ていただい

て、ワンクールといいますか、70人１時間半かけ

て打っていただくということを前提にしますと、

その１時間半に対して日当として５万5,000円を

払うと、看護師さんであれば１万4,000円を払う

というような考え方で、ちょっと考え方が分かれ

る状況にあります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 集団と病院に行く個別かというのはど

のぐらいになるかは、まだ分からないとは思うん

ですけれども、先ほど１人打って2,070円という

ことで、ちょっと今私も計算していないんですが、

それでやっていった場合に、それは市の持ち出し

はなくて済むんですか。 

○齊藤委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 基本的

には大丈夫になりますし、個別接種によりますと、

その2,070円を国から市のほうに何人打ちました

かと、何人打ちましたと入ってきたものを単純に

お医者さんに渡してしまうものですから、市のほ

うはトンネルみたいな形になります。ですので、

市のほうは持ち出しはなしということでございま

す。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 お医者さんとか看護師さんというのは

個人のクリニックからいらしていただくんだと思

うんですが、普通に診療をしている合間に来てい

ただくということにしか考えられないんですが、

休憩もなくというか、注射を打つのは結構大変な

行為だと思うんですね。そういうことで了解をそ

れで取っているということでよろしいわけですね。 

○齊藤委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 まさに

そのとおりでございまして、平日については、今、

火、水、木曜日に実施したいと思っていまして、

高齢者から始まりますと、市民向けになりますと、

火、水、木を一つの平日、１時間半ずつ３日間。

それと日曜日、診療時間、お医者さん休みのとこ

ろが多いんですけれども、日曜日も午前中１回、

午後２回という形になっていまして、接種いただ

くということを今計画立てております。 

  その中で、平日なんかは、先生は午前中の診療

が終わって、それで食事をするかしないかくらい

で駆けつけていただいて、約１時間半対応いただ

くということで、医師会としっかりと相談した上

で今のところ進んでいるということでございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○中里副委員長 私のほうから１点だけ。 

  周知についてでございますが、チラシを作って

新聞の折り込みで周知をするという形を取るとい

うことで、新聞を取っていない方もいらっしゃい

ますし、あとは気になるところが、アパートに入

ったりすると広報もなかなか入ってこないじゃな

いですか。広報で周知することもちょっと厳しい

のかなと思うので、その辺のところ、現状ではど
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のように考えておるのか。 

○齊藤委員長 室長。 

○粟野新型コロナウイルス感染症対策室長 先ほど

クーポン券という話をさせていただきました。あ

と、予診票。これは必ず接種を受ける場合には、

現場に持参いただくということで、個人個人の御

家庭でそのクーポン券と予診票、それとチラシを

入れたもの、接種するときに注意いただく点がご

ざいます。例えばすぐに出せるようにとか、荷物

はなるべく持たないようにとか、そういうような

注意もございます。それを個人に郵送させていた

だくことになります。そうすると、その中に、い

つ頃から予約ができるんだとか、そういうのも全

て情報としては入ってございますので、受けてく

ださいねというような広報は、今後も広報等、あ

るいはＳＮＳを使って継続的にやっていくと、そ

ういうふうに接種率を上げたいと思っているんで

すが、個人に対しては全てクーポン券が行くので、

接種対象者には情報が伝わると考えてございます。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 こちらの新規の医療廃棄物処理につい

てお伺いしたいんですが、これ３会場ということ

で想定していると思うんですが、内容をお伺いし

ます。 

○齊藤委員長 主査。 

○山本新型コロナウイルス感染症対策室主査 医療

廃棄物なんですが、主に使った後の注射針ですと

か、シリンジ、拭いた綿、そういったものを想定

していまして、１日それなりの廃棄物が出るのか

なというふうには想定しております。まず業者さ

んに市内の感染性廃棄物の収集運搬ができる業者

さんと、あとは処分ができる業者さん、別なもの

ですから、それぞれ委託しまして、会場に大きな

廃棄物の容器をセットしていただいて、いっぱい

になりそうだったら、その都度回収に来ていただ

く、収集運搬していただいて処分をしていただく

というところまで、それぞれの会場で委託をする

予定になっておりまして、ちょっとどのぐらいで

たまるのかというのがちょっとやってみないと分

からない部分があるんですが、そういった委託を

予定しております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました。注射器とか医

療機器の薬品とかついていると思うので、管理は

もちろん十分されていると思うんですが、それら

の費用も保管の部分とか、そういった対策も含め

てのこの内容という理解でよろしいでしょうか。 

○齊藤委員長 主査。 

○山本新型コロナウイルス感染症対策室主査 施錠

ができる部屋にフリーザーと一緒に入れておく予

定ですので、管理は厳重にしたいと考えておりま

す。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  新型コロナウイルス感染症対策室所管の審査事

項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５７分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○齊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 すみません、１つだけ。 

  以前、３常任委員会、議会開会日のときにお話

しした常任委員会の報告書についての御相談を１

つしたいと思います。 

  今、事務局から流します。 

  前年度から委-員会の報告書は、視察に行った

どこどこ行ってきましたの報告書以外に、しっか

りとした活動報告書を載せるようにしています。

今回は、２年目ということで提言まで載せたもの

を３常任委員会一緒にやろうということで、私デ

ータ出したところ、あと事務局のほうできれいに

していただきました。こんな二、三枚なんですけ

れども、今後これを皆さんでオーケーもらえれば

全協で報告をしてホームページに載せておくと、

それだけなんですけれども、大丈夫でしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 御了承いただけたので、こちらのほ

うでまとめていきたいと思うので、事務局お願い

します。 

  それでは、事務局から何かありますか。 

○伊藤書記 （事務連絡。） 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○齊藤委員長 それでは、本日の委員会を散会とい

たします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時０２分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和３年３月１１日（木曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 益 子 丈 弘  委 員 田 村 正 宏  

委 員 松 田 寛 人  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 髙 久 好 一  委 員 山 本 はるひ  

 

欠席委員（１名） 

委 員 相 馬 義 一    

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 
兼 

福祉事務所長 
田  代  正  行   社会福祉課長 押 久 保     昭   

社会福祉課長 
補 佐 兼 
社会福祉係長 

宇 賀 神  晶  子   地域共生係長 小  田  由 起 子   

障害福祉係長 金  子  春  美   保 護 係 長 渡  辺  英  俊   

高齢福祉課長 高  塩  浩  幸   
高齢福祉課長 
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

高  久  浩  ニ   

介護管理係長 高 根 沢  め ぐ み   介護認定係長 吉  冨  真 樹 子   

地域支援係長 若 目 田  治  之   国保年金課長 松  村  儀  久   

国保年金課長 
補 佐 兼 
管 理 係 長 

二 ノ 宮  直  美   

健康増進課長 
兼黒磯保健セ 
ンター所長兼 
西那須野保健 
センター所長 

江  連  宣  仁   

健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

倉  俣  久 美 子   保健予防係長 小  髙  久  美   

健 康 増 進 係 
副 主 幹 

金  山  富 美 恵   
健 康 増 進 係 
副 主 幹 

佐  藤  明  美   
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所 長 補 佐 根  本  カ  ヨ   

保 健 福 祉 部 
次 長 兼 新 型 
コロナウイル 
ス 感 染 症 
対 策 室 長 

粟  野  誠  一   

新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感染症対策室 
室 長 補 佐 

礒     将  央   

新 型 コ ロ ナ 
ウ イ ル ス 
感染症対策室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

山  本  達  也   

子 ど も 未 来 
部 長 

後  藤     修   
子 育 て 支 援 
課 長 

織  田  智  富   

子 育 て 支 援 
課 長 補 佐 

亀  田  祐  子   
子 ど も 福 祉 
係 長 

染  谷  未  央   

給 付 係 長 小  野  志  保   総合支援係長 青  木  朋  美   
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子ども・子育 
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出席議会事務局職員 

書 記 伊  藤  奨  理     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 令和３年度那須塩原市一般会計予算 
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  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開いたします。 

  なお、委員会 終日となりますので、慎重審議

よろしくお願いいたします。 

  また、相馬義一委員より、欠席する旨の連絡を

いただいておりますので、御報告申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○齊藤委員長 これより子ども未来部の審査に入り

ます。 

  初めに、子ども未来部長から御挨拶をお願いい

たします。 

  後藤部長。 

○後藤子ども未来部長 （挨拶。） 

○齊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。担当課の皆様お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 子育て支援課におきましては、福祉

教育常任委員会に対する付託案件がございません

ので、予算常任委員会第二分科会に切り替え、審

査を行います。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  織田課長。 

○織田子育て支援課長 （議案第10号について説

明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子委員。 

○益子委員 御説明いただきました74ページ、３款

民生費、２項１目児童福祉総務費のうちの児童福

祉総務費、2001事業についてお伺いいたします。 

  新規の子育て支援活動等助成というものが御説

明ございましたが、これをもう少し詳しくお聞か

せいただきたいと思います。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 子育て支援活動等助成費

150万円の内容ですけれども、こちらについては、

令和３年度から子ども・子育て夢基金、こちらを

活用した事業展開を図りたいと思っておりますが、

そのうちの対外的な事業、具体的に言いますと、

地域で取り組む、例えば自治会であったり、コミ

ュニティ組織であったり、そちらで取り組む子育

て支援活動、また、子育てに関する様々なそうい

った事業等に助成をしていきたいというふうに考

えております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 地域などで取り組む、課題などを取り

組むものということで御説明ございましたが、何

件ぐらいの想定をされているのか、お伺いいたし

ます。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、

様々な事業取り組まれているかと思いますけれど
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も、本日この当初予算が御認定いただけましたら、

来年度早々に、まず地域の皆様方に募集をかけた

いというふうに考えております。 

  予算上としましては、まず、現在取り組んでい

る事業、そういった団体様は10団体程度を想定し

ており、また、新規で上がってくる団体様は５団

体程度上がってくるのかなというふうに想定はし

ております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 活動されている団体と新規の団体とい

うことで御説明ございましたが、これらの周知の

ほう、活動されている方は、皆さんが職員の方で

すとか、連絡の際にお手紙ですとかＳＮＳなど

様々な媒体を使って発信されると思うんですが、

新規で取り組まれる方などへの周知などはどのよ

うになっているか、お伺いいたします。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらについては、基本的

に広報、また、今、委員おっしゃいましたＳＮＳ、

こちら等を使いまして広く周知を図ってまいりた

いと思います。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 児童虐待防止に対応する予算が幾つか

組まれております。まずちょっとお聞きしたいの

は、コロナ禍の長期化によって失業であったり、

休業であったりということで、自殺者の増加であ

ったり、それが例えば児童虐待であったりＤＶに

つながって、そういった件数が増えているという

ことですけれども、本市において、児童虐待の相

談件数というのは増えているのかどうか、お分か

りになればお聞きします。 

○齊藤委員長 菊池所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 本市にお

ける児童虐待の相談件数等のことですけれども、

まず、児童家庭相談全体の相談件数は今年度１月

現在で言いますと573件、そのうち児童虐待の相

談ということは250件という数字になっておりま

す。 

  昨年度同期と比べますと、相談件数が若干減少

はしております。ただ、児童虐待の相談に関して

も、これはほぼ同数になっています。 

  あともう一つは、ちょっと特徴的なのは４月、

５月、これは保育園とか学校等が休業とか、それ

から自粛になっていますけれども、その期間にお

いては、４月、５月の相談件数、これは74件で、

昨年より増えております。それから、虐待の相談

件数も約25件ということで倍増しております。 

  ただ、先ほど申し上げたように、今現在で年間

を通して見ると大きな増加減少にはなっておりま

せん。 

  以上です。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。 

  それでは、ちょっと具体的に。78ページの子ど

も家庭総合支援事業費、2001事業ですけれども、

先ほどたしか子ども家庭総合支援拠点を設置とい

うようなお話があったかと思うんですけれども、

具体的に拠点というのはどこが拠点になるのでし

ょうか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 子ども家庭総合支援拠点に

つきましては、先ほど御説明いたしました国とし

いましては、令和４年度までに全国の市町村、設

置をしなさいというふうな義務づけがされており

ます。 

  那須塩原市におきましては、１年前倒しをしま

して来年度４月から設置をするんですけれども、

設置場所としましては、子育て支援課内にありま

す子ども・子育て総合センター内、こちらに設置
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をする予定です。 

○齊藤委員長 田村委員。 

○田村委員 じゃ、続きまして、79ページの要支援

児童放課後支援費、6001事業ですけれども、先ほ

どのお話では、黒磯と西那須野地区というお話で

したけれども、ここに塩原地区というふうに記載

されているんですけれども、これはどういう意味

なんでしょうか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、Ｎ

ＰＯ法人、黒磯地区に１か所、今現在西那須野に

も１か所ございますけれども、この西那須野に所

在しているＮＰＯ法人様には塩原地区の学校も担

っていただいているという、そういう実情がござ

います。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 79ページ、３款民生費、２項４目子育

て支援費、児童虐待防止対策費、4001事業につい

てお伺いいたします。 

  児童虐待防止啓発の絵本とございますが、この

内容と配置場所についてお伺いいたします。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、今

想定しているのは、具体的に言いますと「ちいさ

なあなたへ」というような絵本なんですけれども、

こういったものを就学時健診のときに親御さんに

お渡ししたりとか、乳幼児健診の際に、そういっ

たやはり本を読み聞かせるということは非常に育

児に効果がありますよというところで、児童虐待

防止の観点からお配りをするというふうな考えを

持っております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 「ちいさなあなたへ」というような内

容で、読み聞かせなども含まれているということ

で、そうしますと、小さなお子さんも読めるよう

な配慮がされているんでしょうか。お母さんが主

だと思うんですが、ある程度大きな方は絵や、文

字を見て理解できるかというようなお考えなんで

すか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらにつきましては、基

本的に児童虐待というふうな対策費の中で展開を

しますので、やはり児童虐待の可能性といいます

か、対象となる親御さんに、御自身も読んで、そ

れをお子様に優しい気持ちで読んでいただくとい

うところで、絵、そういったもの、イラスト等が

入っているような、そういった本を選定する工夫

はしております。 

○齊藤委員長 益子委員。 

○益子委員 そういった想定されているということ

で安心いたしました。 

  何冊ぐらいを想定されているのか、お伺いいた

します。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 冊数でいいますと1,000冊

でございます。 

○齊藤委員長 続きまして、山本委員。 

○山本委員 81ページ上段の放課後児童クラブ管理

運営費のことなんですが、民設の児童クラブは増

えているということでよろしいんですか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 私どものほうで今確認をし

ているところでは、立ち上げの予定があるという

ところもお聞きをしておりますが、現実的にまだ

運営をされているというところではございません

ので、ただし、民設については１つ増えておりま

すし、さらにもう一つ増えるであろうというふう

に考えております。 

○齊藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 そういたしますと、昨年の当初から増

えた分は１つ分の予算として計上してあるという

ことでよろしいんですか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらについては、予定と

している児童クラブ、こちらも確認ができており

ますので、その部分、要するに来年度から始める

であろうという部分についても、今回予算で計上

させていただいております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 次に、今年はこの放課後児童クラブの

整備の予定はないということでよろしいわけでし

ょうか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 委員御指摘のとおり、ほぼ

ほぼ児童クラブの施設整備については終わったと

いうふうに考えておりますので、今後は新たな児

童クラブを展開する際には、空き教室とかそうい

った既存の施設等を利用する、そういったことで

新たな 初から建設をするような児童クラブとい

うことは想定しておりません。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、今、青木小学校が

もう出来上がっていると思うんですが、ニーズに

対して、もう新たなものを造らなくても受け入れ

られるというような考え方での予算がないという

ことでよろしいですか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 児童クラブにつきましては、

それぞれの地区、当然児童数に連動してくるもの

ではございますけれども、今現在、これは喜ばし

いことに待機児童がいらっしゃらないというよう

な状況があります。 

  ただし、今後当然地域によって人口の変動があ

るだろうというふうな予測はしますが、昨年度整

備計画を策定した際には、今後の人口動態を見据

えた上での計画を立てておりますので、こちらに

ついてはすぐに差し当たって建設をするものはな

いというふうに考えております。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、児童クラブの環境

というんですか、基準がありますよね。市内の児

童クラブは公設であれ、民設であれ、その基準を

ほぼ満たした形になるということの理解でいいで

しょうか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらについては、当然児

童１人当たりの面積もありますので、基準として

はそういったものがあります。 

  当然ここ数年新規にしているところは基準を満

たしている。また、過去にもそういった既に運営

をしている事業所さんにつきましても、児童数、

そういったものを考えていきますと、ほぼほぼ満

たしているというふうに私どもは捉えております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 74ページの児童福祉総務費、先ほども

ありましたが新規事業、子育て支援活動等の助成

ということで150万円の予算があると思うんです

けれども、ちょっとこれの内容の内訳を教えてく

ださい。どんな形で試算したか。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 内訳ということでございま

すけれども、先ほど150万円については対外的な

といいますか、地域の活動にということですけれ

ども、具体的には10団体、既存の団体さんには予

算枠としては50万円程度を考えております。それ

と、新たに立ち上げる事業所さんにつきましては、

５団体ほどは確保できるのかなというふうに予測

はしているんですけれども、こちらについては、
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当然既存団体さんと違うところ、要するに新規で

立ち上げなければならない、いろんなものをそろ

えなきゃならない、そういった助成の部分と、あ

とはその後の運用の部分ということを考えており

ますので合計で100万円、そちらを予定してござ

います。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 ちょっと内容的に分からないんですけ

れども、既存の団体というのはどんなことをやっ

ているのか。行事とか、この辺もちょっと教えて

ください。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 大変申し訳ございません。 

  もっと具体的に申しますと、既存の団体という

のはまず自治会、またコミュニティ組織で、子供

の見守り活動だったりとか、子供の居場所づくり

であったりとか、あとは子供の遊び場的なもの、

そういったもので子供との交流をしていただいて

いる。そういった団体さんに助成をしていきたい

というふうに考えております。 

  それで、新規の団体さんについては、私どもで

今まで関わってはいなかった子ども食堂等、こう

いったものに対して、少し関わっていきたいなと

いうふうな考えを持っております。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 分かりました。 

  内容的に今回初めてやるということなので、ぜ

ひしっかりやっていただきたいと思います。 

  じゃ、もう一点が78ページ、子ども家庭総合支

援事業の関係で、これも新規事業で、臨床心理士

の業務という形で117万8,000円という形の予算が

ついているんですけれども、この辺の内容的な内

訳というか、内容教えてください。 

○齊藤委員長 菊池所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 まず、臨

床心理士の業務ということで、年間で36回、時間

でいうと１回につき６時間を考えております。 

  以上です。 

○齊藤委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 これの業務の対象者というのは親にな

るのか、子供になるのか、ちょっとその辺も。 

○齊藤委員長 菊池所長。 

○菊池子ども・子育て総合センター所長 基本的に

は虐待を受けている可能性のある、そのほか養護

家庭といって虐待ではなくて家庭を支援していこ

うということなので、保護者対象もあれば、子供

対象のときもあります。 

  それから、実際に指導している、相談を受けて

いる家庭相談への相談もあります。そのような状

況です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 74ページの終わりから75ページのファ

ミリーサポートセンター運営費のことなんですが、

昨年この中身ついてお聞きをして、人件費が60％

だというようなことを説明していただいたんです

けれども、このファミリーサポートセンターは、

市役所のそちらの課の中に場所を置いたほうが合

理的ではないかというようなことをお話したと思

うんですが、そういうことを考えての去年と同じ

予算になっているのかどうか教えてください。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 こちらについては、今年度

から所管が子育て支援課のほうに移管をされた事

業でございますけれども、我々としては、当然引

継ぎを受けて検討して、今回予算計上させていた

だいておりますが、やはりこのファミリーサポー

トセンターの運営事業については、ＮＰＯ法人へ

委託して、即座にやはりニーズのある御家庭とニ

ーズのある子育て世帯、こちらをつなぐというふ
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うなところを考えれば、やはりその拠点について

は、物理的なところも考えて、こちらについては

今までと同じ形態でやっていきたいというふうな

思いでおります。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ファミリーサポートセンターのやって

いる業務については大変ありがたく思っている家

庭の方がいらっしゃいますので、こういうことを

やること自体はいいことだと思いますが、結びつ

けることは、私の聞いている限りでは決まった人

が送り迎えをこの日とこの日やってくれみたいな

ことが多いんですね、実は。 

  そういたしますと、あそこ何度か通りかかって

も、見ている限り市役所の中にその場所を置いて、

そこに人がいて、そこで電話のやり取りをすれば、

済みそうな感じがしますし、この974万円という

中には人件費が６割のほかに家賃とか、そこの管

理をするお金があります。 

  そう考えると、役所の中に置けば、人が少しい

ないときは役所で電話を取ることができますし、

そのほうが合理的なのではないかというふうにず

っと思っているんですが、そういうことは。 

  なぜ別個のところに置いて、電話取りをしてい

るのか教えてください。 

○齊藤委員長 織田課長。 

○織田子育て支援課長 すみません、先ほどそこの

部分も含めてお答えをすればよろしかったんです

が、改めて答えたいと思います。 

  このファミリーサポートセンターの事業運営に

係るものについては、まず業務委託を結んでおり

ます。この業務委託につきましては、５年間の業

務委託ということで、平成29年度から令和３年度、

この５年間の業務委託契約を結んでおりますので、

先ほど委員が御質疑いただいた部分につきまして

は、当然来年度もう期間が終わりますので、その

中で早急に答えは出していきたいというふうに考

えます。 

○齊藤委員長 山本委員。 

○山本委員 29年度から５年間で4,728万円という

形で契約をしているので、途中で変えるというこ

とは難しいかもしれませんので、ぜひ実態がどん

なふうになっていて、どんな業務をあの場所でや

っているのかということを確認されて、今後へつ

なげていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが議員間

討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  子育て支援課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○齊藤委員長 ただいまから、保育課の審査に入り

ます。担当課の皆様お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○齊藤委員長 保育課につきましては、福祉教育常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会第二分科会に切り替え、審査を行い

ます。 

  それでは、議案第10号 令和３年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  福田課長。 

○福田保育課長 （議案第10号について説明。） 

○齊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 先ほど説明いただいたんですが、75ペ

ージの２項２目保育総務費の中で、新規事業が上

げられました。公立保育園検討委員会の謝礼とし

て100万8,000円が計上されています。その中での

講師謝礼関係で、６人という中での４人の説明が

あったんですが、これどういった人たちが入って

いるんでしょうか。 

○齊藤委員長 福田課長。 

○福田保育課長 こちらの公立保育園の検討会でご

ざいますが、構成メンバーといたしまして我々の

ほうで想定をしておりますのは、民間の保育園長

会から１名、それから私立幼稚園長会から１名、

そして子ども・子育て支援関係団体から１名、そ

れから学識経験のある方から１名を想定しており

まして、この方４名分ということでございますが、

あと残りの２名につきましては、市の子ども未来

部長、それから公立園長から選定をさせていただ

いて合計６名ということで４名分ということでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 公立保育園の検討委員会ということな

んですが、民営化に向けて検討するということで

いいんでしょうか。 

○齊藤委員長 福田課長。 

○福田保育課長 この公立保育園の検討会につきま

しては、検討の内容ということでございますけれ

ども、公立保育園の役割の明確化がまず第一とい

うことで考えております。 

  その中で、民営化に対しましても公立保育園の

役割を明確にして、民営化についても考えていき

たいということで、当然この中で民営化を行う保

育園、それから公立保育園の集約ですとか廃止で

すとか、そういったところも含めて検討したいと

いうところでの設置でございます。 

○齊藤委員長 髙久委員。 
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○髙久委員 保育園全体に向けての検討ということ

なんですが、一般質問の中でもわかば保育園とひ

がしなすの保育園の民営化に向けてというのがあ

りました。当然これも含まれるというふうに考え

ていていいんでしょうか。 

○齊藤委員長 福田課長。 

○福田保育課長 こちらにつきましては、やはりひ

がしなすの保育園とわかば保育園につきましては、

第２期の保育園整備計画の中でも明確に記載させ

ていただいております。 

  ただ、ひがしなすの保育園、わかば保育園とも

に、すぐに民営化ができるかというと、やはり順

番的なものも考えなければなりませんし、わかば

保育園につきましては、黒磯地区の人口動態も含

めてよく検討して進めなければならないかなと思

っておりますので、その辺につきましても十分こ

ういったところの意見も参考にさせていただいて

民営化を進めていきたいというところで考えてお

ります。 

○齊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 その中で、例えばひがしなすの保育園

に関しては、正確に名前は忘れましたが、記憶し

ていませんが、民営化を認めないとか、民営化に

ならないためみたいな、そういう保護者の会があ

ると聞いていて、その保護者の会そのものが保護

者全体に占める割合がまだ過半数あるというふう

に答弁がありましたが、現在はどうなっているか

つかんでいるんでしょうか。 

○齊藤委員長 答弁求めます。 

  福田課長。 

○福田保育課長 そちらのひがしなすの保育園のそ

ういった反対をされているという会があるという

ようなことは、我々のほうは承知はしておりませ

ん。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  益子委員。 

○益子委員 76ページ、３款民生費、２項２目保育

園管理運営費についてお伺いいたします。3001事

業です。 

  先ほど御説明の中で、公立10園をまとめてこの

中で上げていきたいというようなお話でございま

したが、10園それぞれですと、課題ですとか実情

などもそれぞれ違う部分が見えてくるかと思うん

ですが、それぞれの園への対応はされているのか、

お伺いいたします。 

○齊藤委員長 福田課長。 

○福田保育課長 こちらの予算につきましては、今

回から10園を集約してということで、保育課のほ

うで予算の割当てなどをさせていただきまして、

全体的には昨年と同じような形での配分になって

いるわけなんですが、やはり修繕ですとかそうい

ったものが園によってタイミングがございますの

で、そういったところを若干配分はさせていただ

いておりますけれども、そのような形で10園と十

分に検討させていただいて、配分をさせていただ

いております。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 まず初めに、新型コロナウイルス

感染者発生時保育園等消毒についてでございます

が、公立、私立、それぞれ90万円を計上しており

ますが、それぞれ何回分を計上しているのか、お

伺いいたします。 

○齊藤委員長 福田課長。 

○福田保育課長 こちらの消毒につきましては、30

万円で３回分ということで予算化させていただい

ております。 

○齊藤委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  続きまして、保育士についてお伺いしたいんで
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すけれども、令和３年度、保育課では何名の増員

を考えているのか、お伺いいたします。 

○齊藤委員長 公立で大丈夫です。 

  福田課長。 

○福田保育課長 すみません、保育課では、正規職

員では１名の増ということで予定をさせていただ

いております。 

  以上でございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○齊藤委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 質疑の途中ですが議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 保育園の将来について先ほど質疑しま

したが、ちょっと残念ですが、保育園の把握して

いないと、新たな把握はしていないという答弁だ

ったんだと思いますが、やっぱり市民の民意をし

っかりつかんで方向性出すという点では、ちょっ

と情報をつかむのが不足しているという点で、こ

の議案については反対いたします。 

○齊藤委員長 そのほか討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  反対討論がございましたので、起立により採決

をいたします。 

  議案第10号 令和３年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成する委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○齊藤委員長 起立多数と認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  保育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  ここで執行部の退室となります。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４８分 

 

○齊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齊藤委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○齊藤委員長 事務局から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 それでは、次第３、その他を終了と

いたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長 以上で今定例会における委員会の議

事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

  これをもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

といたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時４９分 
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